
瀬戸市告示第９号  

瀬戸市議会３月定例会を次のとおり招集する。  

令和７年２月４日 

瀬戸市長  川 本 雅 之 

１ 日  時  令和７年２月１３日 午前１０時  

２ 場  所  瀬戸市議会議事堂  

 

  

写 



議 案 一 覧 表 

第 ２ 号 議 案  瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条  

例の廃止について  ······························· １ 

第 ３ 号 議 案  瀬戸市西部コミュニティセンターの設置及び  

管理に関する条例の廃止について  ················· ２ 

第 ４ 号 議 案  市有財産（土地及び建物）の無償貸付につい  

て ············································· ３ 

第 ５ 号 議 案  瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設  

置条例の一部改正について  ······················· ５ 

第 ６ 号 議 案  一般職の任期付職員の採用等に関する条例の  

一部改正について  ······························· ７ 

第 ７ 号 議 案  瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例  

及び瀬戸市職員の育児休業に関する条例の一  

部改正について  ································· ９ 

第 ８ 号 議 案  瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び  

期末手当に関する条例の一部改正について  ······· １４ 

第 ９ 号 議 案  特別職の職員の給与に関する条例の一部改正  

について  ····································· １６ 

第１０号議案  瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正に  

ついて  ······································· １８ 

第１１号議案  瀬戸市旅費条例の一部改正について  ············· ３６ 

第１２号議案  瀬戸市消防団員退職報償金条例の一部改正に  

ついて  ······································· ３８ 

第１３号議案  瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会の廃止に  

ついて  ······································· ４１ 



第１４号議案  瀬戸市と名古屋市との間の消防通信指令に関  

する事務の委託に関する規約の締結について  ····· ４２ 

第１５号議案  瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に関する  

条例の一部改正について  ······················· ４５ 

第１６号議案  瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関  

する基準を定める条例の一部改正について  ······· ４８ 

第１７号議案  市有財産（土地及び建物）の貸付について  ······· ５０ 

第１８号議案  瀬戸市立学校設置条例の一部改正について  ······· ５２ 

第１９号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  ······· ５４ 

第２０号議案  瀬戸市建築基準法施行条例の一部改正につい  

て ········································· １５９  

第２１号議案  瀬戸市広場公園条例の制定について  ··········· １６１  

第２２号議案  自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及  

び和解について  ····························· １７１  

第２３号議案  令和６年度瀬戸市一般会計補正予算（第１０  

号） ········································· 別冊 

第２４号議案  令和６年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第５号）  ··························· 別冊 

第２５号議案  令和６年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正 

予算（第３号）  ······························· 別冊 

第２６号議案  令和６年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正 

予算（第４号）  ······························· 別冊 

第２７号議案  令和６年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補 

正予算（第２号）  ····························· 別冊 

第２８号議案  令和６年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第 



４号）  ······································· 別冊 

第２９号議案  令和６年度瀬戸市下水道事業会計補正予算（  

第３号）  ····································· 別冊 

第３０号議案  令和７年度瀬戸市一般会計予算  ················· 別冊 

第３１号議案  令和７年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計  

予算 ········································· 別冊 

第３２号議案  令和７年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計予算  ····· 別冊 

第３３号議案  令和７年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算  ····· 別冊 

第３４号議案  令和７年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計予  

算 ··········································· 別冊 

第３５号議案  令和７年度瀬戸市水道事業会計予算  ············· 別冊 

第３６号議案  令和７年度瀬戸市下水道事業会計予算  ··········· 別冊 

報 告 第 １ 号  専決処分の報告について  ······················· 別紙 

報 告 第 ２ 号  専決処分の報告について  ······················· 別紙 

 



１ 

 

７年市長提出第２号議案  

   瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の廃止について  

 瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例を次のよ

うに定めるものとする。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

   瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例  

 瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金条例（令和２年瀬戸市条例第

１９号）は、廃止する。  

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策基金を廃

止するため必要があるからである。  

 

 

 

 

 



２ 

 

７年市長提出第３号議案  

瀬戸市西部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃

止について  

瀬戸市西部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市西部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃

止する条例  

瀬戸市西部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例（昭和５

１年瀬戸市条例第６号）は、廃止する。  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市西部コミュニティセンターを廃止するた

め必要があるからである。  



３ 

 

７年市長提出第４号議案  

   市有財産（土地及び建物）の無償貸付について  

 次のとおり市有財産（土地及び建物）を無償で貸し付けるものとする。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

１ 無償貸付をする財産  

⑴ 土 地 

   所 在 地  瀬戸市市場町５０番 

   合 計 面 積  ２，２０９．５１平方メートル  

⑵ 建 物 

   所 在 地  瀬戸市市場町５０番地  

   構 造  鉄筋コンクリート造平屋建て（一部２階建て）  

   延べ床面積  ５６１．０１平方メートル  

２ 貸 付 の 目 的  長根連区地域力向上委員会が地域活動の拠点として

使用するため  

３ 貸付の相手方   瀬戸市市場町５０番地  

       長根連区地域力向上委員会  

          委員長 渡邊秀次  

４ 貸 付 期 間 

⑴ 土   地  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで  

⑵ 建   物  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、旧今村保育園を長根連区地域力向上委員会が地

域活動の拠点として使用することに伴い、その土地及び建物を無償で貸し



４ 

 

付けるに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第６号の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。  



５ 

 

７年市長提出第５号議案  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部改正につ

いて 

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例の一部を改正す

る条例  

瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例（昭和３４年瀬戸市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

  瀬戸市役所支所設置条例 瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター 

設置条例 

（支所の設置）  （支所及び市民サービスセンターの設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５５条第１項の規定により、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、支所を設ける。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５５条第１項の規定により、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、支所及び出張所

として市民サービスセンターを設ける。 

 （名称、位置及び所管区域）  （名称、位置及び所管区域） 

第２条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の

とおりとする。 

第２条 支所及び市民サービスセンターの名称、

位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市役所

品野支所 

＜省略＞ ＜省略＞ 

名称 位置 所管区域 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市役所

品野支所 

＜省略＞ ＜省略＞ 



６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

瀬戸市役所

パルティせ

と市民サー

ビスセンタ

ー 

瀬戸市栄町４

５番地 

瀬戸市の全域 

瀬戸市役所

菱野団地市

民サービス

センター 

瀬戸市菱野台

１丁目２番２

０１号 

瀬戸市の全域 

 

 （委任）  （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、支所に関

し必要な事項は、市長が定める。 

第３条 この条例に定めるもののほか、支所及び

市民サービスセンターに関し必要な事項は、市

長が定める。 
  

   附  則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市役所市民サービスセンターを廃止するに

当たり、瀬戸市役所支所及び市民サービスセンター設置条例中所要の事項

を改正するため必要があるからである。 



７ 

 

７年市長提出第６号議案  

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例  

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条例第４

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給与の特例） （給与の特例） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

 ４ 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著

な業績を挙げたと認められた職員には、市長が

定めるところにより、その給料月額に相当する

額を、特定任期付職員業績手当として支給する

ことができる。 

４ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規

定による給料月額は、予算の範囲内で行わなけ

ればならない。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項の規

定による給料月額及び前項の規定による特定任

期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等） 

第６条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条から第６条まで、第７条、第１０

条から第１２条まで、第１３条、第１６条から

第６条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条から第６条まで、第７条、第９条

から第１２条まで、第１３条及び第２１条の規



８ 

 

第１８条までの規定は、特定任期付職員には、

適用しない。 

定は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項、第２０条第２

項及び第２１条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第１２条の２第１項中「給料

表」とあるのは「給料表及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）第５条第１項の給料表」と、給与条

例第１９条の２第１項中「管理職手当を受ける

職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第

５条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第

２１条第２項第１号中「１００分の１０５」と

あるのは「１００分の８７．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項及び第２０条第

２項の規定の適用については、給与条例第１２

条の２第１項中「給料表」とあるのは「給料表

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１８年瀬戸市条例第４号）第５条第１項

の給料表」と、給与条例第１９条の２第１項中

「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理

職手当を受ける職員及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第５条第１項に規定する特

定任期付職員」と、給与条例第２０条第２項中

「１００分の１２２．５」とあるのは「１００

分の１７０」と、「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の１７５」とする。 

  

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、令和６年８月８日付けの人事院勧告の内容を考

慮し、特定任期付職員の給与の支給について、特定任期付職員業績手当を

廃止し、勤勉手当を支給する等に当たり、一般職の任期付職員の採用等に

関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  



９ 

 

７年市長提出第７号議案  

   瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瀬戸市職員の育児

休業に関する条例の一部改正について  

 瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瀬戸市職員の育児休業

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

   瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瀬戸市職員の育児

休業に関する条例の一部を改正する条例  

 （瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年瀬戸市条

例第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

第８条の３ ＜省略＞ 第８条の３ ＜省略＞ 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところにより

、当該子を養育するために請求した場合には、

当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き

、第８条第２項に規定する勤務（災害その他避

けることのできない事由に基づく臨時の勤務を

除く。）をさせてはならない。 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が

、規則で定めるところにより、当該子を養育す

るために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である場合を除き、第８条第２項に

規定する勤務（災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせて

はならない。 

３ 前２項の規定は、第１５条第１項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者を介護する職

３ 前２項の規定は、第１５条第１項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者を介護する職
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員について準用する。この場合において、第１

項中「子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童及び瀬戸市職員

の育児休業に関する条例（平成４年瀬戸市条例

第４号）第２条の２に規定する者を含む。以下

次項において同じ。）を養育する職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以

下同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

り、前項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは、「第１５条第１項

に規定する日常生活を営むのに支障がある者（

以下この項において「要介護者」という。）の

ある職員が、規則で定めるところにより、当該

要介護者を介護」と、第１項中「深夜における

」とあるのは、「深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。）における」と、前

項中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」と

あるのは「公務の運営に支障がある」と読み替

えるものとする。 

員について準用する。この場合において、第１

項中「子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童及び瀬戸市職員

の育児休業に関する条例（平成４年瀬戸市条例

第４号）第２条の２に規定する者を含む。以下

次項において同じ。）を養育する職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以

下同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

り、前項中「３歳に満たない子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あるのは、「第１５条第１項に規定する日常生

活を営むのに支障がある者（以下この項におい

て「要介護者」という。）のある職員が、規則

で定めるところにより、当該要介護者を介護」

と、第１項中「深夜における」とあるのは、「

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間

をいう。）における」と、前項中「当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるのは「公務の

運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

 （介護休暇）  （介護休暇） 
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第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下この項において同じ。）

、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者（第１６条の２第１項において「配偶者等」

という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で

定める期間にわたり日常生活を営むのに支障が

あるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、任命権者が、規則の定めるところにより、

職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介

護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回

を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲

内で指定する期間（以下「指定期間」という。

）内において勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇とする。 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下この項において同じ。）

、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期

間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの

をいう。以下同じ。）の介護をするため、任命

権者が、規則の定めるところにより、職員の申

出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず

、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定

する期間（以下「指定期間」という。）内にお

いて勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇とする。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職

員に対する意向確認等） 

 

第１６条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当

該職員の介護を必要とする状況に至ったことを

申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介

護との両立に資する制度又は措置（以下この条

及び次条において「介護両立支援制度等」とい

う。）その他の事項を知らせるとともに、介護

両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条に

おいて「請求等」という。）に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じ

なければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０

歳に達した日の属する年度（４月１日から翌年

の３月３１日までをいう。）において、前項に

規定する事項を知らせなければならない。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置）  

第１６条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等

の請求等が円滑に行われるようにするため、次
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の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研

修の実施 

⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整     

 備 

⑶ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境

の整備に関する措置 
  

（瀬戸市職員の育児休業に関する条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市職員の育児休業に関する条例（平成４年瀬戸市条例第４号

）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１６条 ＜省略＞ 第１６条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認について

は、１日につき、当該非常勤職員について１日

につき定められた勤務時間から５時間４５分を

減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職

員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（

平成３年法律第７６号）第６１条の２第２０項

の規定による介護をするための時間（以下「介

護をするための時間」という。）の承認を受け

て勤務しない場合にあっては、当該時間を超え

ない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間

又は当該介護をするための時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認について

は、１日につき、当該非常勤職員について１日

につき定められた勤務時間から５時間４５分を

減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職

員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（

平成３年法律第７６号）第６１条第３２項にお

いて読み替えて準用する同条第２９項の規定に

よる介護をするための時間（以下「介護をする

ための時間」という。）の承認を受けて勤務し

ない場合にあっては、当該時間を超えない範囲

内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内で）行う

ものとする。 
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   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は

公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤

務制限開始日とする第１条の規定による改正後の瀬戸市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第８条の３第２項の規定による請求（３歳から小学

校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）を

行おうとする職員は、施行日前においても、市長の定めるところにより、

当該請求を行うことができる。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）の一部改正に伴い、

瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瀬戸市職員の育児休業に

関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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７年市長提出第８号議案  

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正について  

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

   瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例  

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平  

成２０年瀬戸市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（議員報酬の額） （議員報酬の額） 

第２条 議員の議員報酬月額は、次に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第２条 議員の議員報酬月額は、次に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 議長 ５５１，０００円 ⑴ 議長 ５５０，０００円 

⑵ 副議長 ４８３，０００円 ⑵ 副議長 ４８２，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

３，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

２，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５８，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５７，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

３，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

２，０００円 
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（期末手当） （期末手当） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に１００分の

１７２．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

 

 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に６月に支給

する場合においては１００分の１７０、１２月

に支給する場合においては１００分の１７５を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

   附  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市特別職報酬等審議会において、令和６年

８月８日付けの人事院勧告等に基づき審議された答申を尊重し、瀬戸市議

会の議員の報酬月額を改定する等に当たり、瀬戸市議会の議員の議員報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例中所要の事項を改正するため必要があ

るからである。  
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７年市長提出第９号議案  

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第３号）の一  

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

 （期末手当）  （期末手当） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（   

 昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１７２．５」とし、同条第５項に規定する期

末手当基礎額は、同項により算出された額に給

料月額に１００分の２５を超えない範囲内で市

長が定める割合を乗じて得た額を加算した額と

する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（ 

昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２２．５」とあるのは「１０

０分の１７０」と、「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の１７５」とし、同条第

５項に規定する期末手当基礎額は、同項により

算出された額に給料月額に１００分の２５を超

えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た

額を加算した額とする。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 給料月額 

 円 

職名 給料月額 

 円 



 

１７ 

 

市長 ９９３，０００ 

副市長 ８１６，０００ 

教育長 ７２６，０００ 

＜省略＞ 
 

市長 ９９１，０００ 

副市長 ８１４，０００ 

教育長 ７２４，０００ 

＜省略＞ 
 

  

 附  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市特別職報酬等審議会において、令和６年

８月８日付けの人事院勧告等に基づき審議された答申を尊重し、特別職の

職員の給料月額を改定する等に当たり、特別職の職員の給与に関する条例

中所要の事項を改正するため必要があるからである。  



１８ 

 

７年市長提出第１０号議案  

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正について  

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第４号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（初任給、昇給、昇格等の基準） （初任給、昇給、昇格等の基準） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を

受ける職員を除く。以下この項において同じ。

）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇

給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部

を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定

の適用を受けない職員の昇給の号給数を４号給

とすることを標準として市長が定める基準に従

い決定するものとする。 

 

 

４ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を

受ける職員を除く。以下この項において同じ。

）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇

給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部

を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定

の適用を受けない職員の昇給の号給数を４号給

（給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

６級以上であるものにあっては、３号給）とす

ることを標準として市長が定める基準に従い決

定するものとする。 

５ 次の各号に掲げる職員の第３項の規定による

昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、

同項前段に規定する期間における当該職員の勤

務成績が極めて良好又は特に良好であり、かつ

、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り

５ ５５歳（市長が定める職員にあっては、５６

歳以上の年齢で市長が定めるもの）を超える職

員の第３項の規定による昇給は、同項前段に規

定する期間における当該職員の勤務成績が極め

て良好又は特に良好であり、かつ、同項後段の



１９ 

 

行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い

決定するものとする。 

 

 ⑴ ５５歳（市長が定める職員にあっては、５

６歳以上の年齢で市長が定めるもの）を超え

る職員（次号に掲げる職員を除く。） 

 ⑵ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が８級である職員（以下「給料表８級職員」

という。） 

規定の適用を受けない場合に限り行うものとし

、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績

に応じて市長が定める基準に従い決定するもの

とする。 

６から８まで ＜省略＞ ６から８まで ＜省略＞ 

（扶養手当） （扶養手当） 

第１１条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者につ

いては３，０００円（ただし、給料表８級職員

等にあっては支給しない。）、扶養親族たる父

母等については１人につき６，５００円（給料

表８級職員にあっては３，５００円）、前項第

２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる

子」という。）については１人につき１万１，

５００円とする。 

 

 

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父

母等については１人につき６，５００円（給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が８級で

あるもの及び同表以外の各給料表の適用を受け

る職員でその職務の級がこれに相当するものと

して市長が規則で定める職員（以下「給料表８

級職員等」という。）にあっては、３，５００

円）、前項第２号に該当する扶養親族（以下「

扶養親族たる子」という。）については１人に

つき１万円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日

後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある子がいる

場合における扶養手当の月額は、前項の規定に

かかわらず、５，０００円に当該期間にある当

該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の

規定による額に加算した額とする。 

 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日

後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期

間」という。）にある子がいる場合における扶

養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、５

，０００円に特定期間にある当該扶養親族たる

子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に

加算した額とする。 

（地域手当） （地域手当） 

第１２条の２ ＜省略＞ 第１２条の２ ＜省略＞ 



２０ 

 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額の１００分の７を乗じて

得た額とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額の１００分の６を乗じて

得た額とする。 

（住居手当） （住居手当） 

第１３条 住居手当は、次の各号のいずれかに該

当する職員に支給する。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 第１４条の２第１項又は第３項の規定によ

り単身赴任手当を支給される職員で、配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。同条において同じ。）が

居住するための住宅（市が設置する公舎その

他市長が定める住宅を除く。）を借り受け、

月額１万６，０００円を超える家賃を支払っ

ているもの又はこれらのものとの権衡上必要

があると認められるものとして市長が定める

もの 

２及び３ ＜省略＞ 

第１３条 住居手当は、次の各号のいずれかに該

当する職員に支給する。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 第１４条の２第１項又は第３項の規定によ

り単身赴任手当を支給される職員で、配偶者

が居住するための住宅（市が設置する公舎そ

の他市長が定める住宅を除く。）を借り受け

、月額１万６，０００円を超える家賃を支払

っているもの又はこれらのものとの権衡上必

要があると認められるものとして市長が定め

るもの 

 

 

２及び３ ＜省略＞ 

（単身赴任手当） （単身赴任手当） 

第１４条の２ ＜省略＞ 第１４条の２ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となったこ

とに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の

市長が定めるやむを得ない事情により、同居し

ていた配偶者と別居することとなった職員で、

当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在

勤する勤務公所に通勤することが通勤距離等を

考慮して市長が定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生活するこ

とを常況とする職員その他第１項の規定による

単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要

があると認められるものとして市長が定める職

員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当

を支給する。 

３ 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市

長が定める者であった者から引き続き給料表の

適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を

移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむ

を得ない事情により、同居していた配偶者と別

居することとなった職員で、当該適用の直前の

住居から当該適用の直後に在勤する勤務公所に

通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定

める基準に照らして困難であると認められるも

ののうち、単身で生活することを常況とする職

員（任用の事情等を考慮して市長が定める職員

に限る。）その他第１項の規定による単身赴任

手当を支給される職員との権衡上必要があると



２１ 

 

認められるものとして市長が定める職員には、

前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給す

る。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ ＜省略＞ 第１９条の２ ＜省略＞ 

２ 前項に規定する場合のほか、第９条第１項の

規定により管理職手当を受ける職員が災害への

対処その他の臨時又は緊急の必要により午後１

０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に

含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には

、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第９条第１項の

規定により管理職手当を受ける職員が災害への

対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日

等以外の日の午前零時から午前５時までの間で

あって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場

合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を

支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（

前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮

して規則で定める勤務をした職員にあっては、

その額に１００分の１５０を乗じて得た額）と

する。 

⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤務１回に

つき、１万２，０００円を超えない範囲内に

おいて規則で定める額 

 

 

 

⑵ ＜省略＞ 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 

 

 

⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤務１回に

つき、１万２，０００円を超えない範囲内に

おいて規則で定める額（同項の勤務に従事す

る時間等を考慮して規則で定める勤務にあっ

ては、その額に１００分の１５０を乗じて得

た額） 

⑵ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

 （期末手当） （期末手当） 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間における当該職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては１００分の１２２．５

、１２月に支給する場合においては１００分の

１２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間における当該職員の在職期間の次



２２ 

 

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５

」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「

１００分の７１．２５」とする。 

４から６まで ＜省略＞ ４から６まで ＜省略＞ 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し

、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項及び附則第１４項第

４号において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に１００分の１０５

を乗じて得た額の総額 

 

 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に１００分の５０を乗じて得た

額の総額 

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し

、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項及び附則第１４項第

４号において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に、６月に支給する

場合においては１００分の１０２．５、１２

月に支給する場合においては１００分の１０

７．５を乗じて得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に、６月に支給する場合におい

ては１００分の４８．７５、１２月に支給す

る場合においては１００分の５１．２５を乗

じて得た額の総額 



２３ 

 

３から５まで ＜省略＞ ３から５まで ＜省略＞ 
  

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

職員の

区分 

級 

 
号給  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 463,800 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 468,800 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 473,500 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 477,500 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 481,000 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 484,000 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 486,500 

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 488,500 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200  

 11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700  

 12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200  

 13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700  

 14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000  

 15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300  

 16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500  

 17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700  

 18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000  

 19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300  

 20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500  

 21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700  

 22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500  

 23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300  

 24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100  

 25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700  

 26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300  

 27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900  

 28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500  

 29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200  
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 30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000  

 31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400  

 32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100  

 33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600  

 34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000  

 35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400  

 36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800  

 37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200  

 38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600  

 39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000  

 40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300  

 41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600  

 42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000  

 43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300  

 44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600  

 45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900  

 46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700   

 47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000   

 48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300   

 49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500   

 50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800   

 51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100   

 52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400   

 53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600   

 54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900   

 55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200   

 56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500   

 57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700   

 58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000   

 59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300   

 60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500   

 61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700   

 62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000   

 63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300   

 64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500   

 65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700   

 66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000   
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 67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300   

 68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500   

 69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700   

 70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000   

 71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300   

 72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500   

 73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700   

 74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500    

 75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800    

 76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000    

 77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200    

 78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500    

 79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800    

 80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000    

 81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200    

 82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500    

 83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800    

 84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000    

 85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200    

 86 256,000 297,100 346,000      

 87 256,300 297,400 346,400      

 88 256,600 297,700 346,800      

 89 256,900 298,000 347,000      

 90 257,200 298,300 347,400      

  91 257,500 298,600 347,800      

 92 257,800 299,000 348,200      

 93 258,100 299,200 348,400      

 94  299,400 348,800      

 95  299,700 349,200      

 96  300,100 349,500      

 97  300,300 349,800      

 98  300,600 350,200      

 99  301,000 350,600      

 100  301,400 351,000      

 101  301,600 351,500      

 102  301,900 351,900      

 103  302,200 352,300      
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 104  302,500 352,700      

 105  302,700 353,200      

 106  303,000 353,600      

 107  303,300 353,900      

 108  303,600 354,200      

 109  303,800 354,700      

 110  304,200       

 111  304,600       

 112  304,900       

 113  305,100       

 114  305,300       

 115  305,600       

 116  306,000       

 117  306,200       

 118  306,400       

 119  306,700       

 120  307,000       

 121  307,400       

 122  307,600       

 123  307,900       

 124  308,200       

 125  308,500       

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 

第２条 瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第１１条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生

計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生

計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて



２７ 

 

いるものをいう。 

 

 

 ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ ＜省略＞ 

 ⑷ ＜省略＞ 

 ⑸ ＜省略＞ 

いるものをいう。 

 ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。） 

 ⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ ＜省略＞ 

 ⑷ ＜省略＞ 

 ⑸ ＜省略＞ 

 ⑹ ＜省略＞ 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶

養親族（以下「扶養親族たる子」という。）に

ついては１人につき１万３，０００円、扶養親

族たる父母等については１人につき６，５００

円（給料表８級職員等にあっては３，５００円

）とする。 

 

 

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者につ

いては３，０００円（ただし、給料表８級職員

等にあっては支給しない。）、扶養親族たる父

母等については１人につき６，５００円（給料

表８級職員にあっては３，５００円）、前項第

２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる

子」という。）については１人につき１万１，

５００円とする。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数

の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支

給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

 

第１２条 削除 第１２条 新たに職員となった者に扶養親族があ

る場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる

事実が生じた場合においては、その職員は、直

ちにその旨を任命権者に届け出なければならな

い。 

⑴ 新たに扶養親族としての要件を具備するに

至った者がある場合 

⑵ 扶養親族としての要件を欠くに至った者が

ある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第

３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、

満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日

の経過により、扶養親族としての要件を欠く

に至った場合を除く。） 

 ２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に

扶養親族がある場合においてはその者が職員と



２８ 

 

なった日、扶養親族がない職員に前項第１号に

掲げる事実が生じた場合においてはその事実が

生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から開

始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又

は死亡した場合においてはそれぞれその者が離

職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている

職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る

ものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至

った場合においてはその事実が生じた日の属す

る月（これらの日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月の前月）をもって終わる。ただ

し、扶養手当の支給の開始については、同項の

規定による届出が、これに係る事実の生じた日

から１５日を経過した後にされたときは、その

届出を受理した日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）か

ら行うものとする。 

 ３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事

実が生じた場合においては、その事実が生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書の規定は、第１号又は

第３号に掲げる事実が生じた場合における扶養

手当の支給額の改定について準用する。 

⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第１項第

１号に掲げる事実が生じた場合 

⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第

１項の規定による届出に係るものの一部が扶

養親族たる要件を欠くに至った場合 

⑶ 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規

定による届出に係るものがある給料表８級職

員等以外の職員となった場合 

⑷ 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規

定による届出に係るものがある職員で給料表
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８級職員等以外のものが給料表８級職員等と

なった場合 

⑸ 職員の扶養親族たる子で第１項の規定によ

る届出に係るもののうち特定期間にある子で

なかった者が特定期間にある子となった場合 

（地域手当） （地域手当） 

第１２条の２ ＜省略＞ 第１２条の２ ＜省略＞ 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額の１００分の８を乗じて

得た額とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額の１００分の７を乗じて

得た額とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員についての適用

除外） 

 （定年前再任用短時間勤務職員についての適用

除外） 

第２３条の３ 第６条、第１０条、第１１条、第

１３条及び第１４条の２の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員には適用しない。 

第２３条の３ 第６条、第１０条から第１２条ま

で、第１３条及び第１４条の２の規定は、定年

前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

（雑則） （雑則） 

第２６条 給料、管理職手当、地域手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その

他この条例の施行について必要な事項は、市長

が定める。 

第２６条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手

当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支

給方法その他この条例の施行について必要な事

項は、市長が定める。 
  

   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条及び次

項の規定は、令和８年４月１日から施行する。  

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

２ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条例第

４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  
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改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条から第６条まで、第７条、第９条

から第１１条まで、第１３条及び第２１条の規

定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第６条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条から第６条まで、第７条、第９条

から第１２条まで、第１３条及び第２１条の規

定は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、令和６年８月８日付けの人事院勧告の内容を考

慮し、瀬戸市職員の給与を改定するに当たり、瀬戸市職員の給与に関する

条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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７年市長提出第１１号議案  

瀬戸市旅費条例の一部改正について  

瀬戸市旅費条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市旅費条例の一部を改正する条例  

瀬戸市旅費条例（昭和２６年瀬戸市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（外国旅行の旅費） （外国旅行の旅費） 

第２０条 本邦と外国との間における旅行及び外

国における旅行について支給する旅費の額は、

市長、副市長、教育長及び固定資産評価員にあ

っては国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

２５年法律第１１４号）の規定の例により指定

職の職にある者に支給される旅費相当額と、消

防長、部長、会計管理者、課長、課長補佐及び

これらに相当する職にある者にあっては同法の

規定により６級の職にある者に支給される旅費

相当額と、その他の職員にあっては同法の規定

により４級の職にある者に支給される旅費相当

額とする。 

第２０条 本邦と外国との間における旅行及び外

国における旅行について支給する旅費の額は、

市長、副市長、教育長及び固定資産評価員にあ

っては国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

２５年法律第１１４号。以下「旅費法」という

。）第３章の規定により１０級の職にある者に

支給される旅費相当額と、消防長、部長、会計

管理者、課長、課長補佐及びこれらに相当する

職にある者にあっては旅費法第３章の規定によ

り６級の職にある者に支給される旅費相当額と

、その他の職員にあっては旅費法第３章の規定

により４級の職にある者に支給される旅費相当

額とする。 
  

 附  則 

 （施行期日等）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  
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２ この条例による改正後の瀬戸市旅費条例の規定は、この条例の施行の

日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、

なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年

法律第１１４号）の一部改正に伴い、瀬戸市旅費条例中所要の事項を改正

するため必要があるからである。  
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７年市長提出第１２号議案  

瀬戸市消防団員退職報償金条例の一部改正について  

瀬戸市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例  

瀬戸市消防団員退職報償金条例（昭和３９年瀬戸市条例第２６号）の一

部を次のように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表 退職報償金支給額表（第３条関係）  

階級 勤務年数 

５年以上１

０年未満 

１０年以上

１５年未満 

１５年以上

２０年未満 

２０年以上

２５年未満 

２５年以上

３０年未満 

３０年以上

３５年未満 

３５年以上 

団長 円 

239,000 

円 

344,000 

円 

459,000 

円 

594,000 

円 

779,000 

円 

979,000 

円 

1,079,000 

副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000 

分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 949,000 

副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 909,000 

部長及び班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 834,000 

団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 789,000 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市消防団員退職報償金条例別表の規定は、

令和７年４月１日以後に退職した団員について適用し、同日前に退職し
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た団員については、なお従前の例による。  

 

 （理 由） 

この案を提出するのは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する

法律施行令（昭和３１年政令第３４６号）の一部改正に伴い、瀬戸市消防

団員退職報償金条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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７年市長提出第１３号議案  

   瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会の廃止について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定に基づき、

令和７年３月３１日をもって瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会を廃止す

ることについて協議するので、同法第２５２条の２の２第３項の規定によ

り、議決を求める。 

  令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、消防通信指令に関する事務を名古屋市へ委託す

ることに伴い、瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会を廃止するため必要が

あるからである。  
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７年市長提出第１４号議案 

   瀬戸市と名古屋市との間の消防通信指令に関する事務の委託に関す 

る規約の締結について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定

に基づき、令和７年４月１日から瀬戸市及び名古屋市により消防通信指令

に関する事務を処理するため、次のとおり規約を定めるものとする。 

 令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

瀬戸市と名古屋市との間の消防通信指令に関する事務の委託に関す 

る規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項

の規定に基づき、瀬戸市（以下「甲」という。）は、次に掲げる消防通

信指令に関する事務（消防通信指令施設（当該事務を一元的に行うため

に設けられた施設をいう。）において行うものに限る。）（以下「委託

事務」という。）の管理及び執行を名古屋市（以下「乙」という。）に

委託する。 

⑴ 災害に係る通報等の受理に関する事務 

⑵ 出動命令に関する事務 

⑶ 消防通信の統制に関する事務 

⑷ 情報の収集及び伝達に関する事務 

⑸ 前各号に掲げる事務に付随する事務 

（管理及び執行の方法） 

第２条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規 
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程（以下「条例等」という。）の定めるところによるものとする。 

（経費） 

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁する。ただし、 

その費用は、甲が負担する。 

２ 前項ただし書の費用の額及び支払の時期は、甲及び乙が協議して定め

る。 

（経理） 

第４条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る支出については、その経理

を明確にしなければならない。 

（会議） 

第５条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るた

め、定期的に会議を開くものとする。ただし、必要がある場合において

は、臨時に会議を開くことができる。 

（条例等の制定又は改廃の場合の措置） 

第６条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定又

は改廃しようとする場合においては、乙は、あらかじめ、その旨を甲に

通知しなければならない。 

（その他必要な事項） 

第７条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必

要な事項は、甲及び乙が協議して定める。 

附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 
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この案を提出するのは、消防通信指令に関する事務を名古屋市へ委託す

るに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第

３項で準用する第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、議会の議決を

求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第１５号議案  

   瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部改正につい  

   て  

 瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

   瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

条例  

 瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に関する条例（昭和５１年瀬戸市条

例第１９号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用時間等） （開園時間等） 

第３条の２ 自然児童遊園の使用時間は、４月１ 

日から１０月３１日までは午前９時から午後５

時まで、１１月１日から翌年の３月３１日まで 

は午前９時から午後４時までとする。ただし、 

キャンプ施設の使用時間は、次の表のとおりと 

する。 

区分 使用時間 

宿泊を

伴わな

い使用 

４月１日から１０

月３１日まで 

午前９時から

午後５時まで 

１１月１日から翌

年の３月３１日ま

で 

午前９時から

午後４時まで 

宿泊を

伴う使

４月１日から１０

月３１日まで 

使用開始日の

午前９時から

第３条の２ 自然児童遊園の開園時間は、次のと 

おりとする。 
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用 使用終了日の

午後５時まで 

１１月１日から翌

年の３月３１日ま

で 

使用開始日の

午前９時から

使用終了日の

午後４時まで 
 

 

 ⑴ ４月１日から１０月３１日まで 午前９時

から午後５時まで 

 ⑵ １１月１日から翌年の３月３１日まで 午

前９時から午後４時まで 

 

 

 

 

２ 自然児童遊園のキャンプ施設（以下「キャン 

プ施設」という。）の使用期間は、７月１日か  

ら９月３０日までとし、市長が許可した時間内 

においてこれを使用することができるものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要 

があると認めるときは、これを変更することが 

できる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必 

要があると認めるときは、これを変更すること 

ができる。 

（職員） （職員） 

第４条 自然児童遊園に、児童厚生員その他必要 

な職員を置く。 

第４条 自然児童遊園に、園長、児童厚生員その 

他必要な職員を置く。 

（使用者の範囲等） （入園者の範囲等） 

第５条 自然児童遊園を使用できる者の範囲は、 

次の各号に掲げる者とする。 

第５条 自然児童遊園に入園できる者の範囲は、 

次の各号に掲げる者とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 前号に掲げる者のほか、市長が使用を適当 

と認めた者 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が入園を適

当と認めた者 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

   附  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

  

（理 由） 
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 この案を提出するのは、自然児童遊園のキャンプ施設を、年間を通じて

使用できるようにする等に当たり、瀬戸市自然児童遊園の設置及び管理に

関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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７年市長提出第１６号議案  

瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について  

瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例  

瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年瀬戸市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （食事の提供の特例）  （食事の提供の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的

保育事業者等は、前条第１項の規定にかかわら

ず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対

する食事の提供について、次項に規定する施設

（以下「搬入施設」という。）において調理し

家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う

ことができる。この場合において、当該家庭的

保育事業者等は、当該食事の提供について当該

方法によることとしてもなお当該家庭的保育事

業所等において行うことが必要な調理のための

加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えな

ければならない。 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的

保育事業者等は、前条第１項の規定にかかわら

ず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対

する食事の提供について、次項に規定する施設

（以下「搬入施設」という。）において調理し

家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う

ことができる。この場合において、当該家庭的

保育事業者等は、当該食事の提供について当該

方法によることとしてもなお当該家庭的保育事

業所等において行うことが必要な調理のための

加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えな

ければならない。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設  ⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設
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、保健所、市町村（特別区を含む。第２１条

第２項において同じ。）等の栄養士又は管理

栄養士により、献立等について栄養の観点か

らの指導が受けられる体制にある等、栄養士

又は管理栄養士による必要な配慮が行われる

こと。 

、保健所、市町村（特別区を含む。第２１条

第２項において同じ。）等の栄養士により、

献立等について栄養の観点からの指導が受け

られる体制にある等、栄養士による必要な配

慮が行われること。 

 ⑶から⑸まで ＜省略＞  ⑶から⑸まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部改正に伴い、瀬戸市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中所要の事項を改正す

るため必要があるからである。  
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７年市長提出第１７号議案  

   市有財産（土地及び建物）の貸付について  

 次のとおり市有財産（土地及び建物）を無償で、又は減額して貸し付け

るものとする。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

１ 無償貸付をする財産  

土   地 

   所  在 地   瀬戸市南山町１丁目１５２番２  外５筆 

   合 計 面 積  １，９８４．９８平方メートル  

２ 減額貸付をする財産  

建   物 

   名    称   アートチャイルドケア瀬戸南山保育園  

   所  在 地   瀬戸市南山町１丁目１５２番地の２  

   構    造   鉄筋コンクリート造２階建て  

   延べ床面積  ９９９．６平方メートル  

          内訳  

本館 ９７７．０５平方メートル  

屋外倉庫  １９．２１平方メートル  

ごみ置場  ３．３４平方メートル  

   貸  付 料   月額１８０，０００円  

３ 貸 付 の 目 的  民間事業者が引き続き保育所事業を実施するため  

４ 貸付の相手方   東京都品川区東品川一丁目３番１０号  

       アートチャイルドケア株式会社  

          代表取締役 村田省三  
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５ 貸 付 期 間 

⑴   土   地   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

⑵   建   物   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、アートチャイルドケア瀬戸南山保育園の保育所

事業を引き続き民間事業者が実施することに伴い、その土地を無償で、及

びその建物の貸付料を減額して貸し付けるに当たり、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求

めるため必要があるからである。  
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７年市長提出第１８号議案  

瀬戸市立学校設置条例の一部改正について  

瀬戸市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。  

令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市立学校設置条例の一部を改正する条例  

瀬戸市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 名称 位置 

小学校 ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市立掛川小

学校 

瀬戸市下半田川

町５９２番地の

４１ 

瀬戸市立東山小

学校 

 

 

瀬戸市東山町７

１番地 

瀬戸市立西陵小

学校 

瀬戸市すみれ台

１丁目７７番地 

 

 

瀬戸市立にじの

丘小学校 

瀬戸市中山町１

番地の５７ 

区分 名称 位置 

小学校 ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市立掛川小

学校 

瀬戸市下半田川

町５９２番地の

４１ 

瀬戸市立原山小

学校 

瀬戸市原山台３

丁目９８番地 

瀬戸市立東山小

学校 

瀬戸市東山町７

１番地 

瀬戸市立萩山小

学校 

瀬戸市萩山台２

丁目２２番地 

瀬戸市立西陵小

学校 

瀬戸市すみれ台

１丁目７７番地 

瀬戸市立八幡小

学校 

瀬戸市八幡台３

丁目１番地 

瀬戸市立にじの

丘小学校 

瀬戸市中山町１

番地の５７ 
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瀬戸市立みつば

小学校 

瀬戸市八幡台３

丁目１番地 

＜省略＞ 
 

 

 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市立学校の設置及び廃止に当たり、瀬戸市

立学校設置条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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７年市長提出第１９号議案  

   瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

 瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

第１条 瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）第６条第１

項の規定に基づく

建築物に関する確

認の申請に対する

審査に係る建築確

認申請手数料又は

同法第１８条第２

項の規定に基づく

建築物に関する通

知に係る手数料 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき１０

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２８，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき５９，０００円

、２００平方メートルを超え３

００平方メートル以内のときは

１件につき１０１，０００円、

３００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のとき

は１件につき１４１，０００円

、１，０００平方メートルを超

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）第６条第１

項の規定に基づく

建築物に関する確

認の申請に対する

審査に係る建築確

認申請手数料又は

同法第１８条第２

項の規定に基づく

建築物に関する通

知に係る手数料 

 

 

 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき６，

０００円、３０平方メートルを

超え１００平方メートル以内の

ときは１件につき１９，０００

円、１００平方メートルを超え

２００平方メートル以内のとき

は１件につき４１，０００円、

２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のときは１

件につき６８，０００円、５０

０平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のときは１

件につき１０７，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

03294
長方形



５５ 

 

え２，０００平方メートル以内

のときは１件につき２０７，０

００円、２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メー

トル以内のときは１件につき３

１３，０００円、１０，０００

平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以内のときは１

件につき４６６，０００円、５

０，０００平方メートルを超え

るものは１件につき８３６，０

００円。ただし、当該確認を受

けた建築物の計画の変更に係る

ものについては、変更に係る部

分の床面積の２分の１を乗じて

得た面積（床面積の増加する部

分にあっては、当該増加する部

分の床面積）に応じた額 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

に対する審査に係

る完了検査申請手

数料（同法第７条

の３第２項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請のあったもの

に限る。）又は同

法第１８条第２０

項の規定に基づく

建築物の完了通知

に係る手数料（同

法第１８条第２８

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき２２

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２７，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき４０，０００円

、２００平方メートルを超え３

００平方メートル以内のときは

１件につき５３，０００円、３

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６６，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき９３，０００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき１５５，０００

円、２，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル

以内のときは１件につき２３１

，０００円、１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき３４１，０００円、５０，

０００平方メートルを超えるも

のは１件につき６１０，０００

円。ただし、当該確認を受けた

建築物の計画の変更に係るもの

については、変更に係る部分の

床面積の２分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の

床面積）に応じた額 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

に対する審査に係

る完了検査申請手

数料（同法第７条

の３第２項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請のあったもの

に限る。）又は同

法第１８条第２０

項の規定に基づく

建築物の完了通知

に係る手数料（同

法第１８条第２８

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき１６

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２１，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき３５，０００円

、２００平方メートルを超え５

００平方メートル以内のときは

１件につき５０，０００円、５

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６６，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき９３，０００円



５６ 

 

項の規定に基づく

特定工程終了通知

のあったものに限

る。） 

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１６１，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２３４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき４３９，０００円 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

に対する審査に係

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第２０項の規

定に基づく建築物

の完了通知に係る

手数料 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき２３

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２８，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき４１，０００円

、２００平方メートルを超え３

００平方メートル以内のときは

１件につき５５，０００円、３

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６７，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき９５，０００円

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１７１，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２４４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき４４９，０００円 

項の規定に基づく

特定工程終了通知

のあったものに限

る。） 

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１６１，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２３４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき４３９，０００円 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

に対する審査に係

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第２０項の規

定に基づく建築物

の完了通知に係る

手数料 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき１７

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２２，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき３６，０００円

、２００平方メートルを超え５

００平方メートル以内のときは

１件につき５１，０００円、５

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６７，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき９５，０００円

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１７１，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２４４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき４４９，０００円 



５７ 

 

建築基準法第７条

の３第２項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請に対する審査

に係る中間検査申

請手数料又は同法

第１８条第２８項

の規定に基づく特

定工程終了通知に

係る手数料 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき２０

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２５，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき３６，０００円

、２００平方メートルを超え３

００平方メートル以内のときは

１件につき４８，０００円、３

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６２，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき８４，０００円

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１４３，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２０４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき３９１，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７

条の３第６項の規

定に基づく興行場

等への一時的な用

途変更に係る建築

物の使用許可申請

手数料 

＜省略＞ 

建築基準法第８７ ⑴ 小荷物専用昇降機 １件に

建築基準法第７条

の３第２項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請に対する審査

に係る中間検査申

請手数料又は同法

第１８条第２８項

の規定に基づく特

定工程終了通知に

係る手数料 

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のときは１件につき１６

，０００円、３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のときは１件につき２１，００

０円、１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内のと

きは１件につき３３，０００円

、２００平方メートルを超え５

００平方メートル以内のときは

１件につき４７，０００円、５

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき６２，０００円、１

，０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき８４，０００円

、２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき１４３，

０００円、１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２０４，０００円、５０，０

００平方メートルを超えるもの

は１件につき３９１，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７

条の３第６項の規

定に基づく興行場

等への一時的な用

途変更に係る建築

物の使用許可申請

手数料 

＜省略＞ 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


５８ 

 

条の４第１項の規

定に基づく建築設

備に関する確認の

申請に対する審査

に係る工作物確認

申請手数料又は同

法第１８条第２項

の規定に基づく建

築設備に関する通

知に係る手数料 

つき９，０００円。ただし、

当該確認を受けた工作物の変

更に係るものについては６，

０００円 

⑵ その他の建築設備 １件に

つき２３，０００円。ただし

、当該確認を受けた工作物の

変更に係るものについては１

０，０００円 

建築基準法第８７

条の４第１項の規

定に基づく建築設

備に関する完了検

査の申請に対する

審査に係る完了検

査申請手数料又は

同法第１８条第２

０項の規定に基づ

く工作物の完了通

知に係る手数料 

⑴ 小荷物専用昇降機 １件に

つき２３，０００円 

⑵ その他の建築設備 １件に

つき４１，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８８

条第１項の規定に

基づく工作物に関

する完了検査の申

請に対する審査に

係る完了検査申請

手数料又は同法第

１８条第２０項の

規定に基づく工作

物の完了通知に係

る手数料 

＜省略＞ 

建築基準法第７条

の６第１項第１号

１件につき１２０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

建築基準法第８８

条第１項の規定に

基づく工作物に関

する完了検査の申

請に対する審査に

係る完了検査申請

手数料又は同法第

１８条第２０項の

規定に基づく工作

物の完了通知に係

る手数料 

＜省略＞ 

 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


５９ 

 

若しくは第２号又

は第１８条第３８

項第１号若しくは

第２号（同法第８

７条の４又は第８

８条第１項若しく

は第２項において

これらの規定を準

用する場合を含む

。）の規定に基づ

く仮使用の認定の

申請手数料 

＜省略＞ 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素建築

物新築等

計画認定

申請手数

料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

されてい

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他の一戸建て住宅以外

の住宅をいう。以下この部及

び次部において同じ。） 建

築物全体又は複合建築物（建

築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２８年

経済産業省・国土交通省令第

１号。以下この表において「

建築物省エネ法基準省令」と

いう。）第１条第１項第１号

に規定する非住宅部分（以下

この表において「非住宅部分

」という。）及び同条第２項

に規定する住宅部分（以下こ

の表において「住宅部分」と

いう。）を有する建築物をい

う。以下この表において同じ

。）の住宅部分に係るものの

うち１棟の戸数が１のときは

１件につき５，２００円、１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第８４号

）第５３

条第１項

の規定に

基づく低

炭素化の

ための建

築物の新

築等の計

画認定申

請手数料 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項各

号に掲げ

る基準に

適合する

と市長が

定める機

関が認め

た場合又

は当該基

準に適合

すること

を証する

書類とし

て市長が

定めるも

のが添付

されてい

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他の一戸建て住宅以外

の住宅をいう。以下この部及

び次部において同じ。） 建

築物全体又は複合建築物（建

築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第１１条

第１項に規定する非住宅部分

（以下この表において「非住

宅部分」という。）及び住宅

部分（以下この表において「

住宅部分」という。）を有す

る建築物をいう。以下この表

において同じ。）の住宅部分

に係るもののうち１棟の戸数

が１のときは１件につき５，

２００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き１０，３００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき



６０ 

 

る場合（

以下この

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

棟の総戸数が２以上５以下の

ときは１件につき１０，３０

０円、１棟の総戸数が６以上

１０以下のときは１件につき

１７，５００円、１棟の総戸

数が１１以上のときは１件に

つき２９，１００円、複合建

築物の非住宅部分に係るもの

のうち非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１０，

３００円、非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メート

ルを超えるときは１件につき

１７，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る場合（

以下この

表におい

て「低炭

素建築物

基準適合

性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

は１件につき１７，５００円

、１棟の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件につき２

９，１００円、１棟の総戸数

が２６以上５０以下のときは

１件につき４８，８００円、

１棟の総戸数が５１以上１０

０以下のときは１件につき８

７，３００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以下のと

きは１件につき１３８，１０

０円、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは１件

につき１７４，４００円、１

棟の総戸数が３０１以上のと

きは１件につき１８６，１０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうち非住宅部

分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のときは１件

につき１０，３００円、非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき１７，９００円

、非住宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル

以内のときは１件につき２９

，１００円、非住宅部分の床

面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平

方メートル以内のときは１件

につき８７，３００円、非住

宅部分の床面積の合計が５，



６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，３００円、建築物の延べ

面積が３００平方メートルを

超えるときは１件につき１７

，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内

のときは１件につき１３８，

１００円、非住宅部分の床面

積の合計が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１７４，４００円、

非住宅部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるときは１件につき２１

８，０００円 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，３００円、建築物の延べ

面積が３００平方メートルを

超え１，０００平方メートル

以内のときは１件につき１７

，９００円、建築物の延べ面

積が１，０００平方メートル

を超え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

９，１００円、建築物の延べ

面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

８７，３００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき１３８，１００円、建築

物の延べ面積が１０，０００

平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のとき
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 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ

⑴に定める基準に係るものは

１件につき２７，０００円、

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものは１件につき１

９，１００円、その他のもの

は１件につき３７，１００円 

 

 

⑵ 共同住宅等 建築物全体又

は複合建築物の住宅部分に係

るもののうち全住戸が建築物

省エネ法基準省令第１０条第

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のであるものの１棟の戸数が

１のときは１件につき２７，

０００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き５３，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき７５，８００円

、１棟の総戸数が１１以上の

ときは１件につき１０８，３

００円、全住戸が同号イ⑵及

びロ⑵に定める基準に係るも

のであるものの１棟の戸数が

１のときは１件につき１９，

は１件につき１７４，４００

円、建築物の延べ面積が２５

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき２１８，

０００円 

 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令（平成２８年経済産業

省・国土交通省第１号。以下

この表において「建築物省エ

ネ法基準省令」という。）第

１０条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものは１件

につき１９，１００円、その

他のものは１件につき３７，

１００円 

⑵ 共同住宅等 建築物全体又

は複合建築物の住宅部分に係

るもののうち全住戸が建築物

省エネ法基準省令第１０条第

２号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものであるものの１

棟の戸数が１のときは１件に

つき１９，１００円、１棟の

総戸数が２以上５以下のとき

は１件につき３５，９００円

、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき５１

，９００円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のときは１

件につき７４，６００円、１

棟の総戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき１１２

，６００円、１棟の総戸数が

５１以上１００以下のときは
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１００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き３５，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき５１，９００円

、１棟の総戸数が１１以上の

ときは１件につき７４，６０

０円、建築物全体又は複合建

築物の住宅部分に係るものの

うちその他のものの１棟の戸

数が１のときは１件につき３

７，１００円、１棟の総戸数

が２以上５以下のときは１件

につき７４，９００円、１棟

の総戸数が６以上１０以下の

ときは１件につき１０５，４

００円、１棟の総戸数が１１

以上のときは１件につき１４

８，３００円、複合建築物の

非住宅部分に係るもののうち

非住宅部分の全部が同条第１

号イ⑵及びロ⑵に定める基準

に係るものであるものの非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以内のときは

１件につき９５，０００円、

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき１２１，０

００円、複合建築物の非住宅

部分に係るもののうちその他

のものの非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メートル

以内のときは１件につき２４

８，４００円、非住宅部分の

１件につき１７０，３００円

、１棟の総戸数が１０１以上

２００以下のときは１件につ

き２４２，６００円、１棟の

総戸数が２０１以上３００以

下のときは１件につき３１３

，４００円、１棟の総戸数が

３０１以上のときは１件につ

き３５６，５００円、建築物

全体又は複合建築物の住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの１棟の戸数が１のとき

は１件につき３７，１００円

、１棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき７４，

９００円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは１件に

つき１０５，４００円、１棟

の総戸数が１１以上２５以下

のときは１件につき１４８，

３００円、１棟の総戸数が２

６以上５０以下のときは１件

につき２１３，０００円、１

棟の総戸数が５１以上１００

以下のときは１件につき３０

５，２００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以下のと

きは１件につき４１３，５０

０円、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは１件

につき５４２，１００円、１

棟の総戸数が３０１以上のと

きは１件につき６３６，５０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうち非住宅部



６４ 

 

床面積の合計が３００平方メ

ートルを超えるときは１件に

つき３１１，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分の全部が建築物省エネ法基

準省令第１０条第１号イ⑵及

びロ⑵に定める基準に係るも

のであるものの非住宅部分で

あるものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メート

ル以内のときは１件につき９

５，０００円、非住宅部分の

床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え１，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき１２１，０００円、非住

宅部分の床面積の合計が１，

０００平方メートルを超え２

，０００平方メートル以内の

ときは１件につき１５９，３

００円、非住宅部分の床面積

の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き２５７，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が５，０

００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の

ときは１件につき３３６，８

００円、非住宅部分の床面積

の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平

方メートル以内のときは１件

につき４０４，７００円、非

住宅部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートルを超

えるときは１件につき４７４

，８００円、複合建築物の非

住宅部分に係るもののうちそ
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⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るもの） 建築物の延べ面積

の他のものの非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トル以内のときは１件につき

２４８，４００円、非住宅部

分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のときは１

件につき３１１，２００円、

非住宅部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のときは１件につき４０１

，８００円、非住宅部分の床

面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平

方メートル以内のときは１件

につき５７３，４００円、非

住宅部分の床面積の合計が５

，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき７０６

，３００円、非住宅部分の床

面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，００

０平方メートル以内のときは

１件につき８３４，９００円

、非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル

を超えるときは１件につき９

５２，４００円 

⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るもの） 建築物の延べ面積
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が３００平方メートル以内の

ときは１件につき９５，００

０円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超えると

きは１件につき１２１，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ その他の建築物（前号以外

のもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき２４８，４

００円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき３１１，２

００円 

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき９５，００

０円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき１２１，００

０円、建築物の延べ面積が１

，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内

のときは１件につき１５９，

３００円、建築物の延べ面積

が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内のときは１件につき２５

７，９００円、建築物の延べ

面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き３３６，８００円、建築物

の延べ面積が１０，０００平

方メートルを超え２５，００

０平方メートル以内のときは

１件につき４０４，７００円

、建築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超える

ときは１件につき４７４，８

００円 

⑷ その他の建築物（前号以外

のもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき２４８，４

００円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超え１

，０００平方メートル以内の

ときは１件につき３１１，２
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都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５５条

第１項の

規定に基

づく低炭

素建築物

新築等計

画変更認

定申請手

数料 

低炭素建

築物基準

適合性確

認機関が

認めた場

合等 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき３，

２００円、申請に係る戸数が

２以上５以下のときは１件に

つき６，２００円、申請に係

る戸数が６以上１０以下のと

きは１件につき１０，５００

円、申請に係る戸数が１１以

上のときは１件につき１７，

５００円、建築物全体、建築

物全体及び住戸又は複合建築

物の住宅部分に係るもののう

００円、建築物の延べ面積が

１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内のときは１件につき４０１

，８００円、建築物の延べ面

積が２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につき５

７３，４００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき７０６，３００円、建築

物の延べ面積が１０，０００

平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき８３４，９００

円、建築物の延べ面積が２５

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき９５２，

４００円 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５５条

第１項の

規定に基

づく低炭

素化のた

めの建築

物の新築

等の計画

変更認定

申請手数

低炭素建

築物基準

適合性確

認機関が

認めた場

合等 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき３，

２００円、申請に係る戸数が

２以上５以下のときは１件に

つき６，２００円、申請に係

る戸数が６以上１０以下のと

きは１件につき１０，５００

円、申請に係る戸数が１１以

上２５以下のときは１件につ

き１７，５００円、申請に係

る戸数が２６以上５０以下の

ときは１件につき２９，３０



６８ 

 

ち１棟の戸数が１のときは１

件につき３，２００円、１棟

の総戸数が２以上５以下のと

きは１件につき６，２００円

、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき１０

，５００円、１棟の総戸数が

１１以上のときは１件につき

１７，５００円、複合建築物

の非住宅部分に係るもののう

ち非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき６，２００

円、非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートルを超

えるときは１件につき１０，

７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 ０円、申請に係る戸数が５１

以上１００以下のときは１件

につき５２，４００円、申請

に係る戸数が１０１以上２０

０以下のときは１件につき８

２，９００円、申請に係る戸

数が２０１以上３００以下の

ときは１件につき１０４，７

００円、申請に係る戸数が３

０１以上のときは１件につき

１１１，７００円、建築物全

体、建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に係る

もののうち１棟の戸数が１の

ときは１件につき３，２００

円、１棟の総戸数が２以上５

以下のときは１件につき６，

２００円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは１件に

つき１０，５００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以下の

ときは１件につき１７，５０

０円、１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１件につ

き２９，３００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき５２，４０

０円、１棟の総戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき８２，９００円、１棟

の総戸数が２０１以上３００

以下のときは１件につき１０

４，７００円、１棟の総戸数

が３０１以上のときは１件に

つき１１１，７００円、複合



６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき６

，２００円、建築物の延べ面

積が３００平方メートルを超

建築物の非住宅部分に係るも

ののうち非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メートル

以内のときは１件につき６，

２００円、非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

１０，７００円、非住宅部分

の床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え２，００

０平方メートル以内のときは

１件につき１７，５００円、

非住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

内のときは１件につき５２，

４００円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平

方メートル以内のときは１件

につき８２，９００円、非住

宅部分の床面積の合計が１０

，０００平方メートルを超え

２５，０００平方メートル以

内のときは１件につき１０４

，７００円、非住宅部分の床

面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるときは１

件につき１３０，８００円 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき６

，２００円、建築物の延べ面

積が３００平方メートルを超



７０ 

 

えるときは１件につき１０，

７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ

⑴に定める基準に係るものは

１件につき１４，１００円、

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものは１件につき１

０，１００円、その他のもの

は１件につき１９，２００円 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき１９

え１，０００平方メートル以

内のときは１件につき１０，

７００円、建築物の延べ面積

が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル

以内のときは１件につき１７

，５００円、建築物の延べ面

積が２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につき５

２，４００円、建築物の延べ

面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き８２，９００円、建築物の

延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１０４，７００円、

建築物の延べ面積が２５，０

００平方メートルを超えると

きは１件につき１３０，８０

０円 

 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵に定める基準に

係るものは１件につき１０，

１００円、その他のものは１

件につき１９，２００円 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき１９



７１ 

 

，２００円、申請に係る戸数

が２以上５以下のときは１件

につき３８，５００円、申請

に係る戸数が６以上１０以下

のときは１件につき５４，５

００円、申請に係る戸数が１

１以上のときは１件につき７

７，１００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は複合

建築物の住宅部分に係るもの

のうち全住戸が建築物省エネ

法基準省令第１０条第２号イ

⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ⑴

に定める基準に係るものであ

るものの１棟の戸数が１のと

きは１件につき１４，１００

円、１棟の総戸数が２以上５

以下のときは１件につき２７

，９００円、１棟の総戸数が

６以上１０以下のときは１件

につき３９，６００円、１棟

の総戸数が１１以上のときは

１件につき５７，０００円、

建築物全体、建築物全体及び

住戸又は複合建築物の住宅部

分に係るもののうち全住戸が

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものであるものの１

棟の戸数が１のときは１件に

つき１０，１００円、１棟の

総戸数が２以上５以下のとき

は１件につき１９，０００円

、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき２７

，７００円、１棟の総戸数が

，２００円、申請に係る戸数

が２以上５以下のときは１件

につき３８，５００円、申請

に係る戸数が６以上１０以下

のときは１件につき５４，５

００円、申請に係る戸数が１

１以上２５以下のときは１件

につき７７，１００円、申請

に係る戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき１１１

，４００円、申請に係る戸数

が５１以上１００以下のとき

は１件につき１６１，３００

円、申請に係る戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき２２０，６００円、申

請に係る戸数が２０１以上３

００以下のときは１件につき

２８８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のときは

１件につき３３６，９００円

、建築物全体、建築物全体及

び住戸又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち全住戸

が建築物省エネ法基準省令第

１０条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものである

ものの１棟の戸数が１のとき

は１件につき１０，１００円

、１棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき１９，

０００円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは１件に

つき２７，７００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以下の



７２ 

 

１１以上のときは１件につき

４０，２００円、建築物全体

、建築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係るも

ののうちその他のものの１棟

の戸数が１のときは１件につ

き１９，２００円、１棟の総

戸数が２以上５以下のときは

１件につき３８，５００円、

１棟の総戸数が６以上１０以

下のときは１件につき５４，

５００円、１棟の総戸数が１

１以上のときは１件につき７

７，１００円、複合建築物の

非住宅部分に係るもののうち

非住宅部分の全部が同条第１

号イ⑵及びロ⑵に定める基準

に係るものであるものの非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以内のときは

１件につき４８，６００円、

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき６２，３０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１２５

，２００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超えるときは１件につ

き１５７，４００円 

 

 

ときは１件につき４０，２０

０円、１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１件につ

き６１，３００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき９３，９０

０円、１棟の総戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき１３５，２００円、１

棟の総戸数が２０１以上３０

０以下のときは１件につき１

７４，２００円、１棟の総戸

数が３０１以上のときは１件

につき１９７，０００円、建

築物全体、建築物全体及び住

戸又は複合建築物の住宅部分

に係るもののうちその他のも

のの１棟の戸数が１のときは

１件につき１９，２００円、

１棟の総戸数が２以上５以下

のときは１件につき３８，５

００円、１棟の総戸数が６以

上１０以下のときは１件につ

き５４，５００円、１棟の総

戸数が１１以上２５以下のと

きは１件につき７７，１００

円、１棟の総戸数が２６以上

５０以下のときは１件につき

１１１，４００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき１６１，３

００円、１棟の総戸数が１０

１以上２００以下のときは１

件につき２２０，６００円、

１棟の総戸数が２０１以上３



７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００以下のときは１件につき

２８８，５００円、１棟の総

戸数が３０１以上のときは１

件につき３３６，９００円、

複合建築物の非住宅部分に係

るもののうち非住宅部分の全

部が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るものの非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メートル

以内のときは１件につき４８

，６００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き６２，３００円、非住宅部

分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え２，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき８２，６００円

、非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内のときは１件につき１３

７，７００円、非住宅部分の

床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のときは

１件につき１８２，３００円

、非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２１９，９００円、非住宅部



７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えると

きは１件につき２５９，３０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１２５

，２００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き１５７，４００円、非住宅

部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき２０３，８０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２９５，５００円、非住宅部

分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき３６７，１０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき４３５，０００円、非住

宅部分の床面積の合計が２５

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき４９８，

２００円 



７５ 

 

⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るもの） 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のときは１件

につき４８，６００円、建築

物の延べ面積が３００平方メ

ートルを超えるときは１件に

つき６２，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ その他の建築物（前号以 

外のもの） 建築物の延べ面

積が３００平方メートル以内

のときは１件につき１２５，

⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るもの） 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のときは１件

につき４８，６００円、建築

物の延べ面積が３００平方メ

ートルを超え１，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき６２，３００円、建築物

の延べ面積が１，０００平方

メートルを超え２，０００平

方メートル以内のときは１件

につき８２，６００円、建築

物の延べ面積が２，０００平

方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１３７，７００円、

建築物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき１８２，３０

０円、建築物の延べ面積が１

０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル

以内のときは１件につき２１

９，９００円、建築物の延べ

面積が２５，０００平方メー

トルを超えるときは１件につ

き２５９，３００円 

⑷ その他の建築物（前号以 

外のもの） 建築物の延べ面

積が３００平方メートル以内

のときは１件につき１２５，
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２００円、建築物の延べ面積

が３００平方メートルを超え

るときは１件につき１５７，

４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低炭素建築物新築

等計画の軽微な変

更に関する証明書

交付手数料 

１件につき建築物の区分に応じ

、低炭素建築物新築等計画変更

認定申請手数料の金額の欄に掲

げる額の２分の１に相当する額

（その額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額を

切り捨てて得た額） 

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律（平

成２０年

法律第８

７号）第

５条第１

項から第

住宅

の新

築に

係る

長期

優良

住宅

建築

等計

画の

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第２

一戸建て住宅（人の居住の用以

外の用途に供する部分を有しな

いものに限る。以下この部及び

次部において同じ。）１戸につ

き１７，３００円、共同住宅等

（共同住宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅をいう。

以下この部及び次部において同

じ。）の１棟の総戸数が５戸以

下のときは申請１戸につき、２

２００円、建築物の延べ面積

が３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のときは１件につき１５７，

４００円、建築物の延べ面積

が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル

以内のときは１件につき２０

３，８００円、建築物の延べ

面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２９５，５００円、建築物の

延べ面積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平

方メートル以内のときは１件

につき３６７，１００円、建

築物の延べ面積が１０，００

０平方メートルを超え２５，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき４３５，００

０円、建築物の延べ面積が２

５，０００平方メートルを超

えるときは１件につき４９８

，２００円 

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律（平

成２０年

法律第８

７号）第

５条第１

項から第

住宅

の新

築に

係る

長期

優良

住宅

建築

等計

画の

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第２

一戸建て住宅（人の居住の用以

外の用途に供する部分を有しな

いものに限る。以下この部及び

次部において同じ。）１戸につ

き１７，３００円、共同住宅等

（共同住宅、長屋その他の一戸

建ての住宅以外の住宅をいう。

以下この部及び次部において同

じ。）の１棟の総戸数が５戸以

下のときは申請１戸につき、２



７７ 

 

３項まで

及び第６

項の規定

に基づく

同条第１

項に規定

する長期

優良住宅

建築等計

画（以下

この表に

おいて「

長期優良

住宅建築

等計画」

という。

）等認定

申請手数

料 

認定

の申

請 

条第

４項

に規

定す

る長

期使

用構

造等

（以

下こ

の表

にお

いて

「長

期使

用構

造等

」と

いう

。）

であ

る旨

を住

宅の

品質

確保

の促

進等

に関

する

法律

（平

成１

１年

法律

４，６００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額（その額

に百円未満の端数があるときは

、その端数金額を切り捨てて得

た額。以下この部及び次部にお

いて同じ。）、共同住宅等の１

棟の総戸数が６戸以上１０戸以

下のときは申請１戸につき、３

５，９００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が１１戸以

上のときは申請１戸につき、４

７，３００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３項まで

及び第６

項の規定

に基づく

同条第１

項に規定

する長期

優良住宅

建築等計

画（以下

この表に

おいて「

長期優良

住宅建築

等計画」

という。

）等認定

申請手数

料 

認定

の申

請 

条第

４項

に規

定す

る長

期使

用構

造等

（以

下こ

の表

にお

いて

「長

期使

用構

造等

」と

いう

。）

であ

る旨

を住

宅の

品質

確保

の促

進等

に関

する

法律

（平

成１

１年

法律

４，６００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額（その額

に百円未満の端数があるときは

、その端数金額を切り捨てて得

た額。以下この部及び次部にお

いて同じ。）、共同住宅等の１

棟の総戸数が６戸以上１０戸以

下のときは申請１戸につき、３

５，９００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が１１戸以

上３０戸以下のときは申請１戸

につき、４７，３００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が３１戸以上５０戸以下のとき

は申請１戸につき、７９，８０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のときは申請１戸につき

、１３０，２００円を同一の建

築物について同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総戸数が１

０１戸以上２００戸以下のとき

は申請１戸につき、２０８，２

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が２０１戸以上３



７８ 

 

第８

１号

）第

５条

第１

項に

規定

する

登録

住宅

性能

評価

機関

（以

下こ

の表

にお

いて

「登

録住

宅性

能評

価機

関」

とい

う。

）が

確認

した

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき６４，

８００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、１３９，１００円

を同一の建築物について同時に

第８

１号

）第

５条

第１

項に

規定

する

登録

住宅

性能

評価

機関

（以

下こ

の表

にお

いて

「登

録住

宅性

能評

価機

関」

とい

う。

）が

確認

した

場合 

００戸以下のときは申請１戸に

つき、２５３，６００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が３０１戸以上のときは申請１

戸につき、２６９，９００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき６４，

８００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、１３９，１００円

を同一の建築物について同時に
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申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき、２１６

，７００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が１１戸以上

のときは申請１戸につき、４１

８，５００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき、２１６

，７００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が１１戸以上

３０戸以下のときは申請１戸に

つき、４１８，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が３１戸以上５０戸以下のとき

は申請１戸につき、７４１，９

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が５１戸以上１０

０戸以下のときは申請１戸につ

き、１，２６８，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が１０１戸以上２００戸以下

のときは申請１戸につき、２，

３３８，１００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が２０

１戸以上３００戸以下のときは

申請１戸につき、３，３３６，

４００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等
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 住宅

の増

築又

は改

築に

係る

長期

優良

住宅

建築

等計

画の

認定

の申

請 

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第２

条第

４項

に規

定す

る長

期使

用構

造等

であ

る旨

を登

録住

宅性

能評

価機

関が

確認

した

場合 

一戸建て住宅１戸につき１９，

１００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、２７，７００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が６戸以上１０戸以下のと

きは申請１戸につき、４１，２

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸以上のと

きは申請１戸につき、５４，６

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の１棟の総戸数が３０１戸以上

のときは申請１戸につき、４，

０８５，０００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額とす

る。 

 住宅

の増

築又

は改

築に

係る

長期

優良

住宅

建築

等計

画の

認定

の申

請 

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第２

条第

４項

に規

定す

る長

期使

用構

造等

であ

る旨

を登

録住

宅性

能評

価機

関が

確認

した

場合 

一戸建て住宅１戸につき１９，

１００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、２７，７００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が６戸以上１０戸以下のと

きは申請１戸につき、４１，２

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸以上３０

戸以下のときは申請１戸につき

、５４，６００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が３１

戸以上５０戸以下のときは申請

１戸につき、９３，０００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が５１戸以上１００戸以下

のときは申請１戸につき、１５

２，６００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が１０１戸
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  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき７５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、１６３，１００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき、２５４

，９００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が１１戸以上

のときは申請１戸につき、４９

３，５００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額とする。 

 

 

以上２００戸以下のときは申請

１戸につき、２４４，８００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が２０１戸以上３００戸

以下のときは申請１戸につき、

２９８，５００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が３０

１戸以上のときは申請１戸につ

き、３１７，７００円を同一の

建築物について同時に申請が行

われる住戸の数で除して得た額

とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき７５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき、１６３，１００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき、２５４

，９００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が１１戸以上

３０戸以下のときは申請１戸に

つき、４９３，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が３１戸以上５０戸以下のとき

03294
長方形
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 長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

一戸建て住宅１戸につき１９，

１００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき２７，７００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき、８７５，６

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が５１戸以上１０

０戸以下のときは申請１戸につ

き、１，４９７，９００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が１０１戸以上２００戸以下

のときは申請１戸につき、２，

７６２，５００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が２０

１戸以上３００戸以下のときは

申請１戸につき、３，９４２，

７００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が３０１戸以上

のときは申請１戸につき、４，

８２７，６００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額とす

る。 

 長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

一戸建て住宅１戸につき１９，

１００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき２７，７００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき
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法律

第５

条第

６項

に規

定す

る長

期優

良住

宅維

持保

全計

画（

以下

この

表に

おい

て「

長期

優良

住宅

維持

保全

計画

」と

いう

。）

の認

定の

申請 

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

は申請１戸につき４１，２００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上のときは

申請１戸につき５４，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律

第５

条第

６項

に規

定す

る長

期優

良住

宅維

持保

全計

画（

以下

この

表に

おい

て「

長期

優良

住宅

維持

保全

計画

」と

いう

。）

の認

定の

申請 

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

は申請１戸につき４１，２００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上３０戸以

下のときは申請１戸につき５４

，６００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が３１戸以上

５０戸以下のときは申請１戸に

つき９３，０００円を同一の建

築物について同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総戸数が５

１戸以上１００戸以下のときは

申請１戸につき１５２，６００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１０１戸以上２００

戸以下のときは申請１戸につき

２４４，８００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が２０

１戸以上３００戸以下のときは

申請１戸につき２９８，５００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が３０１戸以上のとき

は申請１戸につき３１７，７０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で
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  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき７５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき１６３，１００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が６戸以上１０戸以下のと

きは申請１戸につき２５４，９

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸以上のと

きは申請１戸につき４９３，５

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除して得た額とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき７５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき１６３，１００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が６戸以上１０戸以下のと

きは申請１戸につき２５４，９

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸以上３０

戸以下のときは申請１戸につき

４９３，５００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が３１

戸以上５０戸以下のときは申請

１戸につき８７５，６００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が５１戸以上１００戸以下

のときは申請１戸につき１，４

９７，９００円を同一の建築物

について同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た額、共同

住宅等の１棟の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のときは申

請１戸につき２，７６２，５０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１
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長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第８

条第１項

の規定に

基づく長

期優良住

宅建築等

計画等変

更認定申

請手数料 

住宅

の新

築に

つい

て長

期優

良住

宅建

築等

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

一戸建て住宅１戸につき４，０

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき８，０００円を同一の

建築物について同時に申請が行

われる住戸の数で除して得た額

、共同住宅等の１棟の総戸数が

６戸以上１０戸以下のときは申

請１戸につき１３，９００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が１１戸以上のときは申請

１戸につき２０，１００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

棟の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のときは申請１戸につ

き３，９４２，７００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が３０１戸以上のときは申請１

戸につき４，８２７，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額とする。 

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第８

条第１項

の規定に

基づく長

期優良住

宅建築等

計画等変

更認定申

請手数料 

住宅

の新

築に

つい

て長

期優

良住

宅建

築等

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

一戸建て住宅１戸につき４，０

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき８，０００円を同一の

建築物について同時に申請が行

われる住戸の数で除して得た額

、共同住宅等の１棟の総戸数が

６戸以上１０戸以下のときは申

請１戸につき１３，９００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が１１戸以上３０戸以下の

ときは申請１戸につき２０，１

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が３１戸以上５０

戸以下のときは申請１戸につき

３７，６００円を同一の建築物

について同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た額、共同

住宅等の１棟の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のときは申請
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法律

第９

条第

１項

又は

第３

項の

規定

によ

るも

の以

外の

変更

の認

定の

申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき２５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき５９，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき９４，８００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上のときは

申請１戸につき１８６，１００

円を同一の建築物について同時

法律

第９

条第

１項

又は

第３

項の

規定

によ

るも

の以

外の

変更

の認

定の

申請 

１戸につき６４，７００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が１０１戸以上２００戸以下

のときは申請１戸につき１０６

，４００円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が２０１戸以

上３００戸以下のときは申請１

戸につき１３０，８００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が３０１戸以上のときは申請

１戸につき１３９，６００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき２５，

３００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき５９，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき９４，８００

円を同一の建築物について同時

に申請が行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上３０戸以

下のときは申請１戸につき１８

６，１００円を同一の建築物に
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に申請が行われる住戸の数で除

して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅

の増

築又

は改

築に

長期

使用

構造

等で

ある

一戸建て住宅１戸につき５，２

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき１０，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が３１戸以

上５０戸以下のときは申請１戸

につき３３３，６００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が５１戸以上１００戸以下のと

きは申請１戸につき５７３，６

００円を同一の建築物について

同時に申請が行われる住戸の数

で除して得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１０１戸以上２

００戸以下のときは申請１戸に

つき１，０５８，９００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が２０１戸以上３００戸以下

のときは申請１戸につき１，５

０９，４００円を同一の建築物

について同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た額、共同

住宅等の１棟の総戸数が３０１

戸以上のときは申請１戸につき

１，８４５，６００円を同一の

建築物について同時に申請が行

われる住戸の数で除して得た額

とする。 

 住宅

の増

築又

は改

築に

長期

使用

構造

等で

ある

一戸建て住宅１戸につき５，２

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき１０，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

03294
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つい

て長

期優

良住

宅建

築等

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第９

条第

１項

又は

第３

項の

規定

によ

るも

の以

外の

変更

の認

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が６戸以上１０戸以下のときは

申請１戸につき１８，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が１１戸以上のときは申

請１戸につき２６，６００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つい

て長

期優

良住

宅建

築等

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

長期

優良

住宅

の普

及の

促進

に関

する

法律

第９

条第

１項

又は

第３

項の

規定

によ

るも

の以

外の

変更

の認

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が６戸以上１０戸以下のときは

申請１戸につき１８，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が１１戸以上３０戸以下

のときは申請１戸につき２６，

６００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が３１戸以上５

０戸以下のときは申請１戸につ

き４９，６００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が５１

戸以上１００戸以下のときは申

請１戸につき８５，３００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が１０１戸以上２００戸以

下のときは申請１戸につき１４

０，６００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が２０１戸

以上３００戸以下のときは申請

１戸につき１７２，９００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が３０１戸以上のときは申
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８９ 

 

定の

申請 

 

 

 

 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき３３，

４００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき７８，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき１２５，５０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が１１戸以上のとき

は申請１戸につき２４６，００

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定の

申請 

請１戸につき１８４，４００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき３３，

４００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき７８，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき１２５，５０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が１１戸以上３０戸

以下のときは申請１戸につき２

４６，０００円を同一の建築物

について同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た額、共同

住宅等の１棟の総戸数が３１戸

以上５０戸以下のときは申請１

戸につき４４０，９００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が５１戸以上１００戸以下の

ときは申請１戸につき７５８，

０００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が１０１戸以上

２００戸以下のときは申請１戸

につき１，３９９，６００円を
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９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長期

優良

住宅

維持

保全

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

変更

の認

定の

申請 

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

一戸建て住宅１戸につき５，２

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき１０，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が６戸以上１０戸以下のときは

申請１戸につき１８，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が１１戸以上のときは申

請１戸につき２６，６００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額とする。 

 

 

 

 

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が２０１戸以上３００戸以

下のときは申請１戸につき１，

９９５，０００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が３０

１戸以上のときは申請１戸につ

き２，４３９，４００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額とする。 

 長期

優良

住宅

維持

保全

計画

の認

定を

受け

た住

宅に

係る

変更

の認

定の

申請 

長期

使用

構造

等で

ある

旨を

登録

住宅

性能

評価

機関

が確

認し

た場

合 

一戸建て住宅１戸につき５，２

００円、共同住宅等の１棟の総

戸数が５戸以下のときは申請１

戸につき１０，５００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟の総戸数

が６戸以上１０戸以下のときは

申請１戸につき１８，６００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等の１棟の

総戸数が１１戸以上３０戸以下

のときは申請１戸につき２６，

６００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が３１戸以上５

０戸以下のときは申請１戸につ

き４９，６００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ
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９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき３３，

４００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき７８，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき１２５，５０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が５１

戸以上１００戸以下のときは申

請１戸につき８５，３００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が１０１戸以上２００戸以

下のときは申請１戸につき１４

０，６００円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が２０１戸

以上３００戸以下のときは申請

１戸につき１７２，９００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が３０１戸以上のときは申

請１戸につき１８４，４００円

を同一の建築物について同時に

申請が行われる住戸の数で除し

て得た額とする。 

  その

他の

場合 

一戸建て住宅１戸につき３３，

４００円、共同住宅等の１棟の

総戸数が５戸以下のときは申請

１戸につき７８，２００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき１２５，５０

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住宅等の１
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９２ 

 

棟の総戸数が１１戸以上のとき

は申請１戸につき２４６，００

０円を同一の建築物について同

時に申請が行われる住戸の数で

除して得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第

棟の総戸数が１１戸以上３０戸

以下のときは申請１戸につき２

４６，０００円を同一の建築物

について同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た額、共同

住宅等の１棟の総戸数が３１戸

以上５０戸以下のときは申請１

戸につき４４０，９００円を同

一の建築物について同時に申請

が行われる住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１棟の総戸

数が５１戸以上１００戸以下の

ときは申請１戸につき７５８，

０００円を同一の建築物につい

て同時に申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が１０１戸以上

２００戸以下のときは申請１戸

につき１，３９９，６００円を

同一の建築物について同時に申

請が行われる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の１棟の総

戸数が２０１戸以上３００戸以

下のときは申請１戸につき１，

９９５，０００円を同一の建築

物について同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸数が３０

１戸以上のときは申請１戸につ

き２，４３９，４００円を同一

の建築物について同時に申請が

行われる住戸の数で除して得た

額とする。 

建築物の

エネルギ

建築物エ

ネルギー

建築物の床面積（特定建築行為

に係る床面積（建築物のエネル
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９３ 

 

等に関する法律（

平成２７年法律第

５３号）第１１条

第１項又は第１２

条第２項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能適

合性判定手数料 

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のは１件につき２７，０００

円、同号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に係るものは１件につ

き１９，１００円、その他の

ものは１件につき３７，１０

０円 

⑵ 共同住宅等 住戸に係るも

ののうち全住戸が建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のであるものの１棟の戸数が

１のときは１件につき２７，

０００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き５３，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき７５，８００円

、１棟の総戸数が１１以上の

ときは１件につき１０８，３

００円、住戸に係るもののう

ち全住戸が同号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るものの１棟の戸数が１のと

きは１件につき１９，１００

円、申請に係る戸数が２以上

５以下のときは１件につき３

５，９００円、申請に係る戸

数が６以上１０以下のときは

１件につき５１，９００円、

申請に係る戸数が１１以上の

ときは１件につき７４，６０

０円、住戸に係るもののうち

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

１項又は

第１３条

第２項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定手

数料 

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物 

ギー消費性能の向上等に関する

法律施行令（平成２８年政令第

８号）第４条第１項に規定する

床面積をいう。）をいう。以下

この部において同じ。）の合計

が３００平方メートル以上１，

０００平方メートル以内のとき

は１件につき１２１，０００円

、建築物の床面積の合計が１，

０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のとき

は１件につき１５９，３００円

、建築物の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のとき

は１件につき２５７，９００円

、建築物の床面積の合計が５，

０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内のと

きは１件につき３３６，８００

円、建築物の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超え

２５，０００平方メートル以内

のときは１件につき４０４，７

００円、建築物の床面積の合計

が２５，０００平方メートルを

超えるときは１件につき４７４

，８００円 

 その他の

建築物 

建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき３１１，２００円、建築物

の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のときは１件に
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その他のものの１棟の戸数が

１のときは１件につき３７，

１００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き７４，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき１０５，４００

円、１棟の総戸数が１１以上

のときは１件につき１４８，

３００円、建築物省エネ法基

準省令第４条第３項第１号に

規定する共用部分（以下「共

用部分」という。）に係るも

ののうちの床面積（増築又は

改築する場合にあっては、当

該増築又は改築に係る部分の

床面積をいう。以下同じ。）

の合計が３００平方メートル

以内のときは１件につき１１

８，５００円、床面積の合計

が３００平方メートルを超え

るときは１件につき１４９，

７００円、非住宅部分に係る

もののうち非住宅部分の全部

が建築物省エネ法基準省令第

１条第１項第１号ロに定める

基準に係るものであるものの

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内のと

きは１件につき９５，０００

円、非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートルを超

えるときは１件につき１２１

，０００円、非住宅部分に係

るもののうちその他のものの

つき４０１，８００円、建築物

の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき５７３，４００円、建築物

の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のときは１件

につき７０６，３００円、建築

物の床面積の合計が１０，００

０平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のときは

１件につき８３４，９００円、

建築物の床面積の合計が２５，

０００平方メートルを超えると

きは１件につき９５２，４００

円 
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非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内のと

きは１件につき２４８，４０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートルを

超えるときは１件につき３１

１，２００円 

⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１条第１項第１号ロに定め

る基準に係るもの） 建築物

の床面積の合計が３００平方

メートル以内のときは１件に

つき９５，０００円、建築物

の床面積の合計が３００平方

メートルを超えるときは１件

につき１２１，０００円 

⑷ その他の建築物（前号以外

のもの） 建築物の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき２４８

，４００円、建築物の床面積

の合計が３００平方メートル

を超えるときは１件につき３

１１，２００円 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第

１１条第２項又は

第１２条第３項の

規定に基づく建築

物エネルギー消費

性能適合性判定変

更手数料 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のは１件につき１４，１００

円、同号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に係るものは１件につ

き１０，１００円、その他の

ものは１件につき１９，２０

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

１２条第

２項又は

第１３条

第３項の

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

定める基

準に係る

建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき６２，３００円、建築物の

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き８２，６００円、建築物の床

面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メ
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⑵ 共同住宅等 住戸に係るも

ののうち全住戸が建築物省エ

ネ法基準省令第１条第１項第

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のであるものの１棟の戸数が

１のときは１件につき１４，

１００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き２７，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき３９，６００円

、１棟の総戸数が１１以上の

ときは１件につき５７，００

０円、住戸に係るもののうち

全住戸が同号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものである

ものの１棟の戸数が１のとき

は１件につき１０，１００円

、申請に係る戸数が２以上５

以下のときは１件につき１９

，０００円、申請に係る戸数

が６以上１０以下のときは１

件につき２７，７００円、申

請に係る戸数が１１以上のと

きは１件につき４０，２００

円、住戸に係るもののうちそ

の他のものの１棟の戸数が１

のときは１件につき１９，２

００円、１棟の総戸数が２以

上５以下のときは１件につき

３８，５００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下のときは

１件につき５４，５００円、

１棟の総戸数が１１以上のと

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定変

更手数料 

建築物 ートル以内のときは１件につき

１３７，７００円、建築物の床

面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き１８２，３００円、建築物の

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のときは１件

につき２１９，９００円、建築

物の床面積の合計が２５，００

０平方メートルを超えるときは

１件につき２５９，３００円 

 その他の

建築物 

建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき１５７，４００円、建築物

の床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき２０３，８００円、建築物

の床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき２９５，５００円、建築物

の床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のときは１件

につき３６７，１００円、建築

物の床面積の合計が１０，００

０平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のときは

１件につき４３５，０００円、

建築物の床面積の合計が２５，

０００平方メートルを超えると
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きは１件につき７７，１００

円、共用部分に係るものの床

面積の合計が３００平方メー

トル以内のときは１件につき

６０，３００円、床面積の合

計が３００平方メートルを超

えるときは１件につき７６，

６００円、非住宅部分に係る

もののうち非住宅部分の全部

が同項第１号ロに定める基準

に係るものであるものの非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以内のときは

１件につき４８，６００円、

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき６２，３０

０円、非住宅部分に係るもの

のうちその他のものの非住宅

部分の床面積の合計が３００

平方メートル以内のときは１

件につき１２５，２００円、

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき１５７，４

００円 

⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１条第１項第１号ロに定め

る基準に係るもの） 建築物

の床面積の合計が３００平方

メートル以内のときは１件に

つき４８，６００円、建築物

の床面積の合計が３００平方

メートルを超えるときは１件

きは１件につき４９８，２００

円 
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につき６２，３００円 

⑷ その他の建築物（前号以外

のもの） 建築物の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１２５

，２００円、建築物の床面積

の合計が３００平方メートル

を超えるときは１件につき１

５７，４００円 

建築物のエネルギ

ー消費性能確保計

画の軽微な変更に

関する証明書交付

手数料 

 

 

 

 

 

 

１件につき建築物の区分に応じ

、建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第２項又は第１２条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定変更手数料の

項の金額の欄に掲げる額の２分

の１に相当する額（その額に１

００円未満の端数があるときは

、その端数金額を切り捨てて得

た額） 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

２９条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３０条第

１項各号

に掲げる

基準に適

合すると

市長が定

める機関

が認めた

場合又は

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等 建築物全体又

は複合建築物の住宅部分に係

るもののうち１棟の戸数が１

のときは１件につき５，２０

０円、１棟の総戸数が２以上

５以下のときは１件につき１

０，３００円、１棟の総戸数

が６以上１０以下のときは１

件につき１７，５００円、１

棟の総戸数が１１以上のとき

は１件につき２９，１００円

、複合建築物の非住宅部分に

係るもののうち非住宅部分の

床面積の合計が３００平方メ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律施

行規則（平成２８

年国土交通省令第

５号）第１１条の

規定に基づく消費

性能確保計画の軽

微な変更に関する

証明書交付手数料 

１件につき床面積の合計に応じ

、建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１２条

第２項又は第１３条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定変更手数料欄

に掲げる額の２分の１に相当す

る額（その額に１００円未満の

端数があるときは、その端数金

額を切り捨てて得た額） 

 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３４条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３５条第

１項各号

に掲げる

基準に適

合すると

市長が定

める機関

が認めた

場合又は

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他の一戸建て住宅以外

の住宅をいう。以下この部及

び次部において同じ。） 建

築物全体又は複合建築物の住

宅部分に係るもののうち１棟

の戸数が１のときは１件につ

き５，２００円、１棟の総戸

数が２以上５以下のときは１

件につき１０，３００円、１

棟の総戸数が６以上１０以下

のときは１件につき１７，５

００円、１棟の総戸数が１１

以上２５以下のときは１件に
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当該基準

に適合す

ることを

証する書

類として

市長が定

めるもの

が添付さ

れている

場合（以

下この表

において

「計画適

合性確認

機関が認

めた場合

等」とい

う。） 

ートル以内のときは１件につ

き１０，３００円、非住宅部

分の床面積の合計が３００平

方メートルを超えるときは１

件につき１７，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該基準

に適合す

ることを

証する書

類として

市長が定

めるもの

が添付さ

れている

場合（以

下この表

において

「計画適

合性確認

機関が認

めた場合

等」とい

う。） 

つき２９，１００円、１棟の

総戸数が２６以上５０以下の

ときは１件につき４８，８０

０円、１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは１件に

つき８７，３００円、１棟の

総戸数が１０１以上２００以

下のときは１件につき１３８

，１００円、１棟の総戸数が

２０１以上３００以下のとき

は１件につき１７４，４００

円、１棟の総戸数が３０１以

上のときは１件につき１８６

，１００円、複合建築物の非

住宅部分に係るもののうち非

住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以内のとき

は１件につき１０，３００円

、非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内

のときは１件につき１７，９

００円、非住宅部分の床面積

の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き２９，１００円、非住宅部

分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき８７，３００円

、非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以内のときは１件につき１
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１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，３００円、建築物の延べ

面積が３００平方メートルを

超えるときは１件につき１７

，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３８，１００円、非住宅部分

の床面積の合計が１０，００

０平方メートルを超え２５，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき１７４，４０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が２５，０００平方メー

トルを超えるときは１件につ

き２１８，０００円 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，３００円、建築物の延べ

面積が３００平方メートルを

超え１，０００平方メートル

以内のときは１件につき１７

，９００円、建築物の延べ面

積が１，０００平方メートル

を超え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

９，１００円、建築物の延べ

面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

８７，３００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき１３８，１００円、建築

物の延べ面積が１０，０００

平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき１７４，４００

円、建築物の延べ面積が２５

，０００平方メートルを超え
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 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ

⑴に定める基準に係るものは

１件につき２７，０００円、

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものは１件につき１

９，１００円、その他のもの

は１件につき３７，１００円 

⑵ 共同住宅等 建築物全体又

は複合建築物の住宅部分に係

るもののうち全住戸が建築物

省エネ法基準省令第１０条第

２号イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及

びロ⑴に定める基準に係るも

のであるものの１棟の戸数が

１のときは１件につき２７，

０００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き５３，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき７５，８００円

、１棟の総戸数が１１以上の

ときは１件につき１０８，３

００円、建築物全体又は複合

建築物の住宅部分に係るもの

のうち全住戸が同号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係るもの

であるものの１棟の戸数が１

のときは１件につき１９，１

００円、１棟の総戸数が２以

上５以下のときは１件につき

３５，９００円、１棟の総戸

るときは１件につき２１８，

０００円 

 その

他の

場合 

建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１条

第１

項第

２号

イ⑴

及び

ロ⑴

に定

める

基準

に係

るも

の 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵に定める基準に

係るものは１件につき１９，

１００円、その他のものは１

件につき３７，１００円 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 建築物全体又

は複合建築物の住宅部分に係

るもののうち全住戸が建築物

省エネ法基準省令第１０条第

２号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものであるものの１

棟の戸数が１のときは１件に

つき１９，１００円、１棟の

総戸数が２以上５以下のとき

は１件につき３５，９００円

、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき５１

，９００円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のときは１

件につき７４，６００円、１

棟の総戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき１１２

，６００円、１棟の総戸数が

５１以上１００以下のときは

１件につき１７０，３００円

、１棟の総戸数が１０１以上

２００以下のときは１件につ

き２４２，６００円、１棟の

総戸数が２０１以上３００以
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１０２ 

 

数が６以上１０以下のときは

１件につき５１，９００円、

１棟の総戸数が１１以上のと

きは１件につき７４，６００

円、建築物全体又は複合建築

物の住宅部分に係るもののう

ちその他のものの１棟の戸数

が１のときは１件につき３７

，１００円、１棟の総戸数が

２以上５以下のときは１件に

つき７４，９００円、１棟の

総戸数が６以上１０以下のと

きは１件につき１０５，４０

０円、１棟の総戸数が１１以

上のときは１件につき１４８

，３００円、複合建築物の非

住宅部分に係るもののうち非

住宅部分の全部が同条第１号

イ⑵及びロ⑵に定める基準に

係るものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メート

ル以内のときは１件につき９

５，０００円、非住宅部分の

床面積の合計が３００平方メ

ートルを超えるときは１件に

つき１２１，０００円、複合

建築物の非住宅部分に係るも

ののうちその他のものの非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以内のときは

１件につき２４８，４００円

、非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートルを超え

るときは１件につき３１１，

２００円 

下のときは１件につき３１３

，４００円、１棟の総戸数が

３０１以上のときは１件につ

き３５６，５００円、建築物

全体又は複合建築物の住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの１棟の戸数が１のとき

は１件につき３７，１００円

、１棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき７４，

９００円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは１件に

つき１０５，４００円、１棟

の総戸数が１１以上２５以下

のときは１件につき１４８，

３００円、１棟の総戸数が２

６以上５０以下のときは１件

につき２１３，０００円、１

棟の総戸数が５１以上１００

以下のときは１件につき３０

５，２００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以下のと

きは１件につき４１３，５０

０円、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは１件

につき５４２，１００円、１

棟の総戸数が３０１以上のと

きは１件につき６３６，５０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうち非住宅部

分の全部が建築物省エネ法基

準省令第１０条第１号イ⑵及

びロ⑵に定める基準に係るも

のの非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル以内
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のときは１件につき９５，０

００円、建築物の床面積の合

計が３００平方メートルを超

え１，０００平方メートル以

内のときは１件につき１２１

，０００円、建築物の床面積

の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き１５９，３００円、建築物

の床面積の合計が２，０００

平方メートルを超え５，００

０平方メートル以内のときは

１件につき２５７，９００円

、建築物の床面積の合計が５

，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以

内のときは１件につき３３６

，８００円、建築物の床面積

の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平

方メートル以内のときは１件

につき４０４，７００円、建

築物の床面積の合計が２５，

０００平方メートルを超える

ときは１件につき４７４，８

００円、複合建築物の住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき２４８

，４００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ
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⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき９５，００

０円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超えると

きは１件につき１２１，００

０円 

⑷ その他の建築物（前号以外

き３１１，２００円、非住宅

部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき４０１，８０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

５７３，４００円、非住宅部

分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき７０６，３０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき８３４，９００円、非住

宅部分の床面積の合計が２５

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき９５２，

４００円 
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のもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき２４８，４

００円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき３１１，２

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１０

条第

１号

イ⑵

及び

ロ⑵

に定

める

基準

に係

るも

の 

その他の建築物 建築物の延べ

面積が３００平方メートル以内

のときは１件につき９５，００

０円、建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のときは１

件につき１２１，０００円、建

築物の延べ面積が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のときは１件に

つき１５９，３００円、建築物

の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき

２５７，９００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メー

トル以内のときは１件につき３

３６，８００円、建築物の延べ

面積が１０，０００平方メート

ルを超え２５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき４

０４，７００円、建築物の延べ

面積が２５，０００平方メート

ルを超えるときは１件につき４

７４，８００円 

  その

他の

その他の建築物 建築物の延べ

面積が３００平方メートル以内
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建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３１条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

計画適合

性確認機

関が認め

た場合等 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき３，

２００円、申請に係る戸数が

２以上５以下のときは１件に

つき６，２００円、申請に係

る戸数が６以上１０以下のと

きは１件につき１０，５００

円、申請に係る戸数が１１以

上のときは１件につき１７，

もの のときは１件につき２４８，４

００円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき３１１，２００円、

建築物の延べ面積が１，０００

平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のときは１件

につき４０１，８００円、建築

物の延べ面積が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き５７３，４００円、建築物の

延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき

７０６，３００円、建築物の延

べ面積が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき

８３４，９００円、建築物の延

べ面積が２５，０００平方メー

トルを超えるときは１件につき

９５２，４００円 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

３６条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

計画適合

性確認機

関が認め

た場合等 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき３，

２００円、申請に係る戸数が

２以上５以下のときは１件に

つき６，２００円、申請に係

る戸数が６以上１０以下のと

きは１件につき１０，５００

円、申請に係る戸数が１１以

上２５以下のときは１件につ
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ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料 

５００円、建築物全体、建築

物全体及び住戸又は複合建築

物の住宅部分に係るもののう

ち１棟の戸数が１のときは１

件につき３，２００円、１棟

の総戸数が２以上５以下のと

きは１件につき６，２００円

、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき１０

，５００円、１棟の総戸数が

１１以上のときは１件につき

１７，５００円、複合建築物

の非住宅部分に係るもののう

ち非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき６，２００

円、非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートルを超

えるときは１件につき１０，

７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料 

き１７，５００円、申請に係

る戸数が２６以上５０以下の

ときは１件につき２９，３０

０円、申請に係る戸数が５１

以上１００以下のときは１件

につき５２，４００円、申請

に係る戸数が１０１以上２０

０以下のときは１件につき８

２，９００円、申請に係る戸

数が２０１以上３００以下の

ときは１件につき１０４，７

００円、申請に係る戸数が３

０１以上のときは１件につき

１１１，７００円、建築物全

体、建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に係る

もののうち１棟の戸数が１の

ときは１件につき３，２００

円、１棟の総戸数が２以上５

以下のときは１件につき６，

２００円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは１件に

つき１０，５００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以下の

ときは１件につき１７，５０

０円、１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１件につ

き２９，３００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき５２，４０

０円、１棟の総戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき８２，９００円、１棟

の総戸数が２０１以上３００

以下のときは１件につき１０
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⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

４，７００円、１棟の総戸数

が３０１以上のときは１件に

つき１１１，７００円、複合

建築物の住宅部分に係るもの

のうち非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき６，２

００円、非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メートル

を超え１，０００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，７００円、非住宅部分の

床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１７，５００円、非

住宅部分の床面積の合計が２

，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内

のときは１件につき５２，４

００円、非住宅部分の床面積

の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき８２，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内

のときは１件につき１０４，

７００円、非住宅部分の床面

積の合計が２５，０００平方

メートルを超えるときは１件

につき１３０，８００円 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート
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ル以内のときは１件につき６

，２００円、建築物の延べ面

積が３００平方メートルを超

えるときは１件につき１０，

７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の

場合 

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ

⑴に定める基準に係るものは

１件につき１４，１００円、

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものは１件につき１

０，１００円、その他のもの

は１件につき１９，２００円 

ル以内のときは１件につき６

，２００円、建築物の延べ面

積が３００平方メートルを超

え１，０００平方メートル以

内のときは１件につき１０，

７００円、建築物の延べ面積

が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル

以内のときは１件につき１７

，５００円、建築物の延べ面

積が２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につき５

２，４００円、建築物の延べ

面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き８２，９００円、建築物の

延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１０４，７００円、

建築物の延べ面積が２５，０

００平方メートルを超えると

きは１件につき１３０，８０

０円 

 その

他の

場合 

建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１条

第１

項第

⑴ 一戸建て住宅 建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵に定める基準に

係るものは１件につき１０，

１００円、その他のものは１

件につき１９，２００円 
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⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき１９

，２００円、申請に係る戸数

が２以上５以下のときは１件

につき３８，５００円、申請

に係る戸数が６以上１０以下

のときは１件につき５４，５

００円、申請に係る戸数が１

１以上のときは１件につき７

７，１００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は複合

建築物の住宅部分に係るもの

のうち全住戸が建築物省エネ

法基準省令第１０条第２号イ

⑴及びロ⑵又はイ⑵及びロ⑴

に定める基準に係るものであ

るものの１棟の戸数が１のと

きは１件につき１４，１００

円、１棟の総戸数が２以上５

以下のときは１件につき２７

，９００円、１棟の総戸数が

６以上１０以下のときは１件

につき３９，６００円、１棟

の総戸数が１１以上のときは

１件につき５７，０００円、

建築物全体、建築物全体及び

住戸又は複合建築物の住宅部

分に係るもののうち全住戸が

同号イ⑵及びロ⑵に定める基

準に係るものであるものの１

棟の戸数が１のときは１件に

つき１０，１００円、１棟の

総戸数が２以上５以下のとき

は１件につき１９，０００円

２号

イ⑴

及び

ロ⑴

に定

める

基準

に係

るも

の 

⑵ 共同住宅等 住戸のみに係

るもののうち申請に係る戸数

が１のときは１件につき１９

，２００円、申請に係る戸数

が２以上５以下のときは１件

につき３８，５００円、申請

に係る戸数が６以上１０以下

のときは１件につき５４，５

００円、申請に係る戸数が１

１以上２５以下のときは１件

につき７７，１００円、申請

に係る戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき１１１

，４００円、申請に係る戸数

が５１以上１００以下のとき

は１件につき１６１，３００

円、申請に係る戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき２２０，６００円、申

請に係る戸数が２０１以上３

００以下のときは１件につき

２８８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のときは

１件につき３３６，９００円

、建築物全体、建築物全体及

び住戸又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち全住戸

が建築物省エネ法基準省令第

１０条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものである

ものの１棟の戸数が１のとき

は１件につき１０，１００円

、１棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき１９，

０００円、１棟の総戸数が６
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、１棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき２７

，７００円、１棟の総戸数が

１１以上のときは１件につき

４０，２００円、建築物全体

、建築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係るも

ののうちその他のものの１棟

の戸数が１のときは１件につ

き１９，２００円、１棟の総

戸数が２以上５以下のときは

１件につき３８，５００円、

１棟の総戸数が６以上１０以

下のときは１件につき５４，

５００円、１棟の総戸数が１

１以上のときは１件につき７

７，１００円、複合建築物の

非住宅部分に係るもののうち

非住宅部分の全部が同条第１

号イ⑵及びロ⑵に定める基準

に係るものであるものの非住

宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以内のときは

１件につき４８，６００円、

非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき６２，３０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１２５

，２００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超えるときは１件につ

以上１０以下のときは１件に

つき２７，７００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以下の

ときは１件につき４０，２０

０円、１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１件につ

き６１，３００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき９３，９０

０円、１棟の総戸数が１０１

以上２００以下のときは１件

につき１３５，２００円、１

棟の総戸数が２０１以上３０

０以下のときは１件につき１

７４，２００円、１棟の総戸

数が３０１以上のときは１件

につき１９７，０００円、建

築物全体、建築物全体及び住

戸又は複合建築物の住宅部分

に係るもののうちその他のも

のの１棟の戸数が１のときは

１件につき１９，２００円、

１棟の総戸数が２以上５以下

のときは１件につき３８，５

００円、１棟の総戸数が６以

上１０以下のときは１件につ

き５４，５００円、１棟の総

戸数が１１以上２５以下のと

きは１件につき７７，１００

円、１棟の総戸数が２６以上

５０以下のときは１件につき

１１１，４００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以下の

ときは１件につき１６１，３

００円、１棟の総戸数が１０

03294
長方形

03294
長方形



１１２ 

 

き１５７，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１以上２００以下のときは１

件につき２２０，６００円、

１棟の総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件につき

２８８，５００円、１棟の総

戸数が３０１以上のときは１

件につき３３６，９００円、

複合建築物の非住宅部分に係

るもののうち非住宅部分の全

部が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るものの非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メートル

以内のときは１件につき４８

，６００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き６２，３００円、非住宅部

分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え２，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき８２，６００円

、非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内のときは１件につき１３

７，７００円、非住宅部分の

床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のときは

１件につき１８２，３００円

、非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル
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を超え２５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２１９，９００円、非住宅部

分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えると

きは１件につき２５９，３０

０円、複合建築物の非住宅部

分に係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メートル以

内のときは１件につき１２５

，２００円、非住宅部分の床

面積の合計が３００平方メー

トルを超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き１５７，４００円、非住宅

部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき２０３，８０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２９５，５００円、非住宅部

分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき３６７，１０

０円、非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき４３５，０００円、非住

宅部分の床面積の合計が２５
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⑶ その他の建築物（建築物全

体が建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及びロ⑵

に定める基準に係るものであ

るもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき４８，６０

０円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超えると

きは１件につき６２，３００

円 

⑷ その他の建築物（前号以外

のもの） 建築物の延べ面積

が３００平方メートル以内の

ときは１件につき１２５，２

００円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超える

ときは１件につき１５７，４

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき４９８，

２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１０

条第

１号

イ⑵

及び

ロ⑵

に定

その他の建築物 建築物の延べ

面積が３００平方メートル以内

のときは１件につき４８，６０

０円、建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のときは１

件につき６２，３００円、建築

物の延べ面積が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き８２，６００円、建築物の延

べ面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メート
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める

基準

に係

るも

の 

ル以内のときは１件につき１３

７，７００円、建築物の延べ面

積が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル

以内のときは１件につき１８２

，３００円、建築物の延べ面積

が１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メートル

以内のときは１件につき２１９

，９００円、建築物の延べ面積

が２５，０００平方メートルを

超えるときは１件につき２５９

，３００円 

  その

他の

もの 

その他の建築物 建築物の延べ

面積が３００平方メートル以内

のときは１件につき１２５，２

００円、建築物の延べ面積が３

００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のときは

１件につき１５７，４００円、

建築物の延べ面積が１，０００

平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のときは１件

につき２０３，８００円、建築

物の延べ面積が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のときは１件につ

き２９５，５００円、建築物の

延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき

３６７，１００円、建築物の延

べ面積が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき
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４３５，０００円、建築物の延

べ面積が２５，０００平方メー

トルを超えるときは１件につき

４９８，２００円 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能基準適

合認定申

請手数料 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律第

４１条第

２項に規

定する建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準に適合

すると市

長が定め

る機関が

認めた場

合又は当

該基準に

適合する

ことを証

する書類

として市

長が定め

るものが

添付され

ている場

合（以下

この表に

おいて「

基準適合

⑴ 一戸建て住宅（人の居住の

用以外の用途に供する部分を

有しないものに限る。以下こ

の部において同じ。） １件

につき５，２００円 

⑵ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他の一戸建て住宅以外

の住宅をいう。以下この部に

おいて同じ。） １棟の戸数

が１のときは１件につき５，

２００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き１０，３００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき１７，５００円

、１棟の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件につき２

９，１００円、１棟の総戸数

が２６以上５０以下のときは

１件につき４８，８００円、

１棟の総戸数が５１以上１０

０以下のときは１件につき８

７，３００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以下のと

きは１件につき１３８，１０

０円、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは１件

につき１７４，４００円、１

棟の総戸数が３０１以上のと

きは１件につき１８６，１０

０円 
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性確認機

関が認め

た場合等

」という

。） 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき１

０，３００円、建築物の延べ

面積が３００平方メートルを

超え１，０００平方メートル

以内のときは１件につき１７

，９００円、建築物の延べ面

積が１，０００平方メートル

を超え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

９，１００円、建築物の延べ

面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

８７，３００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき１３８，１００円、建築

物の延べ面積が１０，０００

平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき１７４，４００

円、建築物の延べ面積が２５

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき２１８，

０００円 

 その

他の

場合 

建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１条

⑴ 一戸建て住宅 １件につ

き１９，１００円 

⑵ 共同住宅等 １棟の戸数が

１のときは１件につき１９，

１００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き３５，９００円、１棟の総
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１１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１

項第

２号

イ⑵

又は

⑶及

びロ

⑵又

は⑶

に定

める

基準

に係

るも

の（

共同

住宅

等に

あっ

ては

全住

戸が

該当

する

もの

） 

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき５１，９００円

、１棟の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件につき７

４，６００円、１棟の総戸数

が２６以上５０以下のときは

１件につき１１２，６００円

、１棟の総戸数が５１以上１

００以下のときは１件につき

１７０，３００円、１棟の総

戸数が１０１以上２００以下

のときは１件につき２４２，

６００円、１棟の総戸数が２

０１以上３００以下のときは

１件につき３１３，４００円

、１棟の総戸数が３０１以上

のときは１件につき３５６，

５００円 

  建築

物省

エネ

法基

準省

令第

１０

条第

１号

その他の建築物 建築物の延べ

面積が３００平方メートル以内

のときは１件につき９５，００

０円、建築物の延べ面積が３０

０平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のときは１

件につき１２１，０００円、建

築物の延べ面積が１，０００平

方メートルを超え２，０００平
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１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ⑵

に定

める

基準

に係

るも

の 

方メートル以内のときは１件に

つき１５９，３００円、建築物

の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につき

２５７，９００円、建築物の延

べ面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メー

トル以内のときは１件につき３

３６，８００円、建築物の延べ

面積が１０，０００平方メート

ルを超え２５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき４

０４，７００円、建築物の延べ

面積が２５，０００平方メート

ルを超えるときは１件につき４

７４，８００円 

  その

他の

もの 

⑴ 一戸建て住宅 １件につき

３７，１００円 

⑵ 共同住宅等 １棟の戸数が

１のときは１件につき３７，

１００円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１件につ

き７４，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下のとき

は１件につき１０５，４００

円、１棟の総戸数が１１以上

２５以下のときは１件につき

１４８，３００円、１棟の総

戸数が２６以上５０以下のと

きは１件につき２１３，００

０円、１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは１件に

つき３０５，２００円、１棟

の総戸数が１０１以上２００
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以下のときは１件につき４１

３，５００円、１棟の総戸数

が２０１以上３００以下のと

きは１件につき５４２，１０

０円、１棟の総戸数が３０１

以上のときは１件につき６３

６，５００円 

⑶ その他の建築物 建築物の

延べ面積が３００平方メート

ル以内のときは１件につき２

４８，４００円、建築物の延

べ面積が３００平方メートル

を超え１，０００平方メート

ル以内のときは１件につき３

１１，２００円、建築物の延

べ面積が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き４０１，８００円、建築物

の延べ面積が２，０００平方

メートルを超え５，０００平

方メートル以内のときは１件

につき５７３，４００円、建

築物の延べ面積が５，０００

平方メートルを超え１０，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき７０６，３００

円、建築物の延べ面積が１０

，０００平方メートルを超え

２５，０００平方メートル以

内のときは１件につき８３４

，９００円、建築物の延べ面

積が２５，０００平方メート

ルを超えるときは１件につき

９５２，４００円 
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１２１ 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能向上計

画の軽微な変更に

関する証明書交付

手数料 

１件につき建築物の区分に応じ

、建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の項の金額の欄

に掲げる額の２分の１に相当す

る額（その額に１００円未満の

端数があるときは、その端数金

額を切り捨てて得た額） 

＜省略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

 備考  

  １ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画認定申請手数料の部都市の低炭素

化の促進に関する法律第５４条第１項各号

に掲げる基準に適合すると市長が定める機

関が認めた場合又は当該基準に適合するこ

とを証する書類として市長が定めるものが

添付されている場合（以下この表において

「低炭素建築物基準適合性確認機関が認め

た場合等」という。）の項金額の欄⑵に規

定する建築物全体又は複合建築物の住宅部

分に係るものの手数料について、次に掲げ

る場合（複合建築物の住宅部分に係る申請

にあっては、第１号に掲げる場合に限る。

）には、当該手数料の額にそれぞれ次に定

める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

 

 備考  

  １ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

３条第１項の規定に基づく低炭素化のため

の建築物の新築等の計画認定申請手数料の

部都市の低炭素化の促進に関する法律第５

４条第１項各号に掲げる基準に適合すると

市長が定める機関が認めた場合又は当該基

準に適合することを証する書類として市長

が定めるものが添付されている場合（以下

この表において「低炭素建築物基準適合性

確認機関が認めた場合等」という。）の項

金額の欄⑵に規定する建築物全体又は複合

建築物の住宅部分に係るものの手数料につ

いて、次に掲げる場合（複合建築物の住宅

部分に係る申請にあっては、⑵に掲げる場

合を除く。）には、当該手数料の額にそれ

ぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 建築物省エネ法基準省令第４条第３項

第１号に規定する共用部分（以下「共用

部分」という。）がある場合（申請に係

る設計一次エネルギー消費量の算出の基

礎に共用部分が含まれている場合に限る

。） 当該共用部分の床面積の合計につ

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ
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１２２ 

 

 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１７，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

 

  ２ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画認定申請手数料の部その他の場合

の項金額の欄⑵に規定する建築物全体又は

複合建築物の住宅部分に係るものの手数料

について、次に掲げる場合（複合建築物の

住宅部分に係る申請にあっては、第１号に

掲げる場合に限る。）には、当該手数料の

額にそれぞれ次に定める額を加算する。 

 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

れぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １７，９

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ２９

，１００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ８７

，３００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 １

３８，１００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

１７４，４００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２１８，０００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての備考１⑴ア

からキまでに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ備考１⑴アからキまでに定める

額 

  ２ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

３条第１項の規定に基づく低炭素化のため

の建築物の新築等の計画認定申請手数料の

部その他の場合の項金額の欄⑵に規定する

建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係

るものの手数料について、次に掲げる場合

（複合建築物の住宅部分に係る申請にあっ

ては、⑵及び⑶に掲げる場合を除く。）に

は、当該手数料の額にそれぞれ次に定める

額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計



１２３ 

 

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１４９，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部の用途が建築物省エネ法基準省令第

１０条第１号に規定する工場等（以下「

工場等」という。）である場合に限る。 

    ） 当該非住宅部分の床面積の合計につ

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ４

７，５００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

     ６０，５００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １４９，

７００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １９

５，５００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ３０

４，５００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

９０，９００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４６７，２００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ５４４，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の



１２４ 

 

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１２１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

３１１，２００円 

 

 

 

 

全部が建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第１号イ⑵及びロ

に定める基準に係るものである場合に限

る。） 当該非住宅部分の床面積の合計

についての次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １２１，

０００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １５

９，３００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ２５

７，９００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

３６，８００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４０４，７００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ４７４，８００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除く。） 当該非住宅部分の床

面積の合計についての次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ３１１，

２００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ４０

１，８００円 



１２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画認定申請手数料（その他の場合に

おける共同住宅等（複合建築物の非住宅部

分に係るものに限る。）又はその他の建築

物に係る申請に係るものに限る。）につい

て、非住宅部分の全部の用途が工場等であ

る場合における当該手数料の額は、当該手

数料に係る建築物の区分にかかわらず、建

築物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係る建築物の区分

によるものとし、当該手数料に係る床面積

の合計又は延べ面積の区分に応じ、当該手

数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の２

分の１に相当する額（その額に１００円未

満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てて得た額）とする。 

  ４ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画変更認定申請手数料の部低炭素建

築物基準適合性確認機関が認めた場合等の

項金額の欄⑵に規定する建築物全体、建築

物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分

に係るものの手数料について、次に掲げる

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ５７

３，４００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ７

０６，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

８３４，９００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ９５２，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基づく低炭素化のため

の建築物の新築等の計画変更認定申請手数

料の部低炭素建築物基準適合性確認機関が

認めた場合等の項金額の欄⑵に規定する建

築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建

築物の住宅部分に係るものの手数料につい



１２６ 

 

場合（複合建築物の住宅部分に係る申請に

あっては、第１号に掲げる場合に限る。）

には、当該手数料の額にそれぞれ次に定め

る額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１０，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

 

  ５ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

て、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、⑵に掲げる場合

を除く。）には、当該手数料の額にそれぞ

れ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １０，７

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １７

，５００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ５２

，４００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ８

２，９００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

１０４，７００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 １３０，８００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての備考３⑴ア

からキまでに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ備考３⑴アからキまでに定める

額 

  ４ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基づく低炭素化のため



１２７ 

 

築等計画変更認定申請手数料の部その他の

場合の項金額の欄⑵に規定する建築物全体

、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住

宅部分に係るものの手数料について、次に

掲げる場合（複合建築物の住宅部分に係る

申請にあっては、第１号に掲げる場合に限

る。）には、当該手数料の額にそれぞれ次

に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

７６，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部の用途が工場等である場合に限る。 

    ） 当該非住宅部分の床面積の合計につ

の建築物の新築等の計画変更認定申請手数

料の部その他の場合の項金額の欄⑵に規定

する建築物全体、建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に係るものの手数料

について、次に掲げる場合（複合建築物の

住宅部分に係る申請にあっては、⑵及び⑶

に掲げる場合を除く。）には、当該手数料

の額にそれぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ７６，６

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １０

０，７００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 １６

１，０００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ２

０９，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

２５１，１００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２９３，９００円 

 

 

 



１２８ 

 

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ２

４，３００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

     ３１，１００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

６２，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部が建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第１号イ⑵及びロ

⑵に定める基準に係るものである場合に

限る。） 当該非住宅部分の床面積の合

計についての次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ６２，３

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ８２

，６００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 １３

７，７００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 １

８２，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

２１９，９００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２５９，３００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除く。） 当該非住宅部分の床

面積の合計についての次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 



１２９ 

 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１５７，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画変更認定申請手数料（その他の場

合における共同住宅等（複合建築物の非住

宅部分に係るものに限る。）又はその他の

建築物に係る申請に係るものに限る。）に

ついて、非住宅部分の全部の用途が工場等

である場合における当該手数料の額は、当

該手数料に係る建築物の区分にかかわらず

、建築物省エネ法基準省令第１０条第１号

イ⑵及びロ⑵に定める基準に係る建築物の

区分によるものとし、当該手数料に係る床

面積の合計又は延べ面積の区分に応じ、当

該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １５７，

４００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ２０

３，８００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ２９

５，５００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

６７，１００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４３５，０００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ４９８，２００円 
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  ７ 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に

関する証明書交付手数料（低炭素建築物基

準適合性確認機関が認めた場合等における

共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び

住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請

に係るものに限る。）について、次に掲げ

る場合（複合建築物の住宅部分に係る申請

にあっては、第１号に掲げる場合に限る。 

   ）には、それぞれ次に定める額を加算する

。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

    当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ３

，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

     ５，３００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

  ８ 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に

関する証明書交付手数料（低炭素建築物基

準適合性確認機関が認めた場合等以外の場

合における共同住宅等の建築物全体、建築

物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分

に係る申請に係るものに限る。）について

、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部分

に係る申請にあっては、第１号に掲げる場

合に限る。）には、それぞれ次に定める額

を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計
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一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

    当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ３

０，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

３８，３００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部の用途が工場等である場合に限る。 

    ） 当該非住宅部分の床面積の合計につ

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 １

２，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１５，５００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ２

４，３００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

     ３１，１００円 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ６

２，６００円 
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    イ ３００平方メートルを超える場合 

７８，７００円 

  ９ 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に

関する証明書交付手数料（低炭素建築物基

準適合性確認機関が認めた場合等並びに低

炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場

合等以外の場合における一戸建て住宅及び

共同住宅等（建築物全体、建築物全体及び

住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの

に限る。）に係る申請に係るものを除く。 

   ）について、非住宅部分の全部の用途が工

場等である場合における当該手数料の額は

、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定

にかかわらず、第６項の規定により計算し

て得た額の２分の１に相当する額（その額

に１００円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てて得た額）とする。 

  １０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１１条第１項又は第１２条

第２項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定手数料について、非住宅

部分の全部の用途が工場等である場合にお

ける当該手数料の額は、当該手数料に係る

建築物の区分にかかわらず、建築物省エネ

法基準省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に係る建築物の区分によるものとし、

当該手数料に係る床面積の合計の区分に応

じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲

げる額の２分の１に相当する額（その額に

１００円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てて得た額）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第１２条第１項又は第１３条第

２項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定手数料及び同法第１２条第

２項又は第１３条第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能適合性判定変更手

数料の部建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロに定め

る基準に係る建築物の項金額の欄に定める

手数料について、建築物の用途が工場、危

険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物

の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火

葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他これらに類するもの（以下「工場等」

という。）である場合における手数料の額

は、同欄に規定する手数料に係る建築物の

区分にかかわらず、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第１
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  １１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第１１条第１項又は第１２条第

２項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定手数料について、当該手数

料に係る建築物（増築又は改築をする場合

にあっては、当該増築又は改築に係る部分

をいう。）が設計一次エネルギー消費量の

算出の基礎に含まれていない場合又は同法

第２９条第３項各号に掲げる事項が記載さ

れている同法第３２条に規定する認定建築

物エネルギー消費性能向上計画に係る同項

に規定する他の建築物につき当該認定建築

物エネルギー消費性能向上計画に係る同法

第３０条第１項若しくは第３１条第１項の

認定における評価の方法と同様の評価の方

法により建築物エネルギー消費性能適合性

判定を行うこととなる場合における当該手

数料の額は、当該手数料に係る手数料の額

号ロに定める基準に係る建築物の区分によ

るものとし、当該手数料に係る床面積の合

計の区分に応じ、同欄に掲げる手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）とする。 

  ６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則第１１条の規定に基づ

く消費性能確保計画の軽微な変更に関する

証明書交付手数料の項金額の欄に規定する

手数料について、建築物の用途が工場等で

ある場合における当該手数料の額は、同欄

の規定にかかわらず、前項の規定により計

算して得た計画の変更に係る場合の額の２

分の１に相当する額（その額に１００円未

満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てて得た額）とする。 

  ７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の他の建築物における

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数

料について、当該建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定及び当該他の建築物にお

ける建築物エネルギー消費性能適合性判定

を同様の評価の方法により行う場合の手数

料の額は、この表の建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３４条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数料の部建築物エネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第３

５条第１項各号に掲げる基準に適合すると

市長が定める機関が認めた場合又は当該基

準に適合することを証する書類として市長

が定めるものが添付されている場合（以下
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の欄及び前項の規定にかかわらず、建築物

エネルギー消費性能向上計画認定申請手数

料（建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に係る場合にあっては、建築物エネル

ギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

）に係る計画適合性確認機関が認めた場合

等の区分に係る手数料の額の欄に掲げる額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１２条の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性判定手数料に

ついて、当該手数料に係る共同住宅等の住

戸に係るもの、共用部分に係るもの又は非

住宅部分に係るものの判定を一の申請書に

より受けようとする場合における当該判定

に係る手数料の額は、当該共同住宅等及び

複合建築物の住戸に係るもの、共用部分に

この部及び次部において「計画適合性確認

機関が認めた場合等」という。）の款金額

の欄の規定により算出した額とする。 

 

 

 

 

 

  ８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の変更に係る他の建築

物における建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料について、当該建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定及び当

該他の建築物における建築物エネルギー消

費性能適合性判定を同様の評価の方法によ

り行った場合の手数料の額は、この表の建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申

請手数料の部の計画適合性確認機関が認め

た場合等の款金額の欄の規定により算出し

た額とする。 
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係るもの又は非住宅部分に係るものについ

てそれぞれ別の申請があったものとみなし

てこの表により算出した建築物エネルギー

消費性能適合性判定手数料の額に相当する

額を合算した額とする。 

  １３ 建築物エネルギー消費性能確保計画の

軽微な変更に関する証明書交付手数料につ

いて、非住宅部分の全部の用途が工場等で

ある場合における当該手数料の額は、当該

手数料に係る手数料の額の欄の規定にかか

わらず、第１０項の規定により計算して得

た計画の変更に係る場合の額の２分の１に

相当する額（その額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てて

得た額）とする。 

  １４ 建築物エネルギー消費性能確保計画の

軽微な変更に関する証明書交付手数料につ

いて、当該手数料に係る建築物（増築又は

改築をする場合にあっては、当該増築又は

改築に係る部分をいう。）が設計一次エネ

ルギー消費量の算出の基礎に含まれていな

い場合又は建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第２９条第３項各号に

掲げる事項が記載されている同法第３２条

に規定する認定建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る同項に規定する他の建築物

につき当該認定建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る同法第３０条第１項若しく

は第３１条第１項の認定における評価の方

法と同様の評価の方法により建築物エネル

ギー消費性能適合性判定を行うこととなる

場合における当該手数料の額は、当該手数

料に係る手数料の額の欄及び前項の規定に

かかわらず、第１１項の規定により計算し

て得た建築物エネルギー消費性能確保計画
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の変更に係る場合の額の２分の１に相当す

る額（その額に１００円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てて得た額

）とする。 

  １５ 建築物エネルギー消費性能確保計画の

軽微な変更に関する証明書交付手数料につ

いて、当該手数料に係る共同住宅等の住戸

に係るもの、共用部分に係るもの又は非住

宅部分に係るものの証明書の交付を一の申

請書により受けようとする場合における当

該証明書の交付に係る手数料の額は、当該

共同住宅等の住戸に係るもの、共用部分に

係るもの又は非住宅部分に係るものについ

てそれぞれ別の申請があったものとみなし

てこの表により算出した建築物エネルギー

消費性能確保計画の軽微な変更に関する証

明書交付手数料の額に相当する額を合算し

た額とする。 

  １６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料の部建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３０条第１項各

号に掲げる基準に適合すると市長が定める

機関が認めた場合又は当該基準に適合する

ことを証する書類として市長が定めるもの

が添付されている場合（以下この表におい

て「計画適合性確認機関が認めた場合等」

という。）の項金額の欄⑵に規定する建築

物全体又は複合建築物の住宅部分に係るも

のの手数料について、次に掲げる場合（複

合建築物の住宅部分に係る申請にあっては

、第１号に掲げる場合に限る。）には、当

該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加

算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の部建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３５条第１項各号

に掲げる基準に適合すると市長が定める機

関が認めた場合又は当該基準に適合するこ

とを証する書類として市長が定めるものが

添付されている場合（以下この表において

「計画適合性確認機関が認めた場合等」と

いう。）の項金額の欄⑵に規定する建築物

全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

の手数料について、次に掲げる場合（複合

建築物の住宅部分に係る申請にあっては、

⑵に掲げる場合を除く。）には、当該手数

料の額にそれぞれ次に定める額を加算する

。 
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   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１７，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

 

  １７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料の部その他の場合の款金額の欄

⑵に規定する建築物全体又は複合建築物の

住宅部分に係るものの手数料について、次

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １７，９

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ２９

，１００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ８７

，３００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 １

３８，１００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

１７４，４００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２１８，０００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての備考９⑴ア

からキまでに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ備考９⑴アからキまでに定める

額 

  １０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料の部その他の場合の款建築物省

エネ法基準省令第１条第１項第２号イ⑴及

びロ⑴に定める基準に係るものの項金額の
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に掲げる場合（複合建築物の住宅部分に係

る申請にあっては、第１号に掲げる場合に

限る。）には、当該手数料の額にそれぞれ

次に定める額を加算する。 

 

 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１４９，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部の用途が工場等である場合に限る。

） 当該非住宅部分の床面積の合計につ

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

欄⑵に規定する建築物全体又は複合建築物

の住宅部分に係るものの手数料について、

次に掲げる場合（複合建築物の住宅部分に

係る申請にあっては、⑵及び⑶に掲げる場

合を除く。）には、当該手数料の額にそれ

ぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １４９，

７００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １９

５，５００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ３０

４，５００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

９０，９００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４６７，２００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ５４４，２００円 
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    ア ３００平方メートル以内の場合 ４

７，５００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

６０，５００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１２１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 

    ア ＜省略＞ 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロ及び第１０条第１号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものの申請をする場合

に限る。）がある場合 当該非住宅部分

の床面積の合計についての次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １２１，

０００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １５

９，３００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ２５

７，９００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

３６，８００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４０４，７００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ４７４，８００円 

   ⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をす

る場合に限る。）がある場合 当該非住

宅部分の床面積の合計についての次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

    ア ＜省略＞ 
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    イ ３００平方メートルを超える場合 

３１１，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １８ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料（その他の場合における共同住

宅等（複合建築物の非住宅部分に係るもの

に限る。）又はその他の建築物に係る申請

に係るものに限る。）について、非住宅部

分の全部の用途が工場等である場合におけ

る当該手数料の額は、当該手数料に係る建

築物の区分にかかわらず、建築物省エネ法

基準省令第１０条第１号イ⑵及びロ⑵に定

める基準に係る建築物の区分によるものと

し、当該手数料に係る床面積の合計又は延

べ面積の区分に応じ、当該手数料に係る手

数料の額の欄に掲げる額の２分の１に相当

する額（その額に１００円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てて得た

額）とする。 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ３１１，

２００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ４０

１，８００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ５７

３，４００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ７

０６，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

８３４，９００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ９５２，４００円 
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  １９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料について、同項の規定による認

定の申請に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画に同条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合における当該手数料の

額は、当該建築物エネルギー消費性能向上

計画に係る同項に規定する申請建築物及び

他の建築物の各建築物についてそれぞれ別

の申請があったものとみなしてこの表によ

り算出した建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料の額に相当する額を合

算した額とする。 

 

 

  ２０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部計画適合性確認機関が

認めた場合等の項金額の欄⑵に規定する建

築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建

築物の住宅部分に係るものの手数料につい

て、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、第１号に掲げる

場合に限る。）には、当該手数料の額にそ

れぞれ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

  １１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画認定

申請手数料の部に規定する手数料について

、建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３４条第１項の規定による認

定の申請に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画に同条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合における当該手数料の

額は、当該建築物エネルギー消費性能向上

計画に係る同項に規定する申請建築物及び

他の建築物の各建築物についてそれぞれ別

の申請があったものとみなしてこの表によ

りそれぞれ算出した建築物エネルギー消費

性能向上計画認定申請手数料の額に相当す

る額を合算した額とする。 

  １２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部計画適合性確認機関が

認めた場合等の項金額の欄⑵に規定する建

築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建

築物の住宅部分に係るものの手数料につい

て、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、⑵に掲げる場合

を除く。）には、当該手数料の額にそれぞ

れ次に定める額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００
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１０，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

 

  ２１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部その他の場合の款の手

数料について、次に掲げる場合（複合建築

物の住宅部分に係る申請にあっては、第１

号に掲げる場合に限る。）には、当該手数

料の額にそれぞれ次に定める額を加算する

。 

 

 

 

 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

０平方メートル以内の場合 １０，７

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １７

，５００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ５２

，４００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ８

２，９００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

１０４，７００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 １３０，８００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての備考１２⑴

アからキまでに掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ備考１２⑴アからキまでに定

める額 

  １３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部その他の場合の款建築

物省エネ法基準省令第１条第１項第２号イ

⑴及びロ⑴に定める基準に係るものの項金

額の欄⑵に規定する建築物全体、建築物全

体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係

るものの手数料について、次に掲げる場合

（複合建築物の住宅部分に係る申請にあっ

ては、⑵及び⑶に掲げる場合を除く。）に

は、当該手数料の額にそれぞれ次に定める

額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計
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一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

７６，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅の全部

の用途が工場等である場合に限る。） 

当該非住宅部分の床面積の合計について

の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ２

４，３００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

３１，１００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ７６，６

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １０

０，７００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 １６

１，０００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ２

０９，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

２５１，１００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２９３，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロ及び第１０条第１号イ⑵に定める基
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及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

６２，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

     １５７，４００円 

 

 

 

 

 

準に係るものの申請をする場合に限る。

）がある場合 当該非住宅部分の床面積

の合計についての次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ６２，３

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ８２

，６００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 １３

７，７００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 １

８２，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

２１９，９００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２５９，３００円 

   ⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をす

る場合に限る。）がある場合 当該非住

宅部分の床面積の合計についての次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

    ア ＜省略＞ 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １５７，

４００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ２０

３，８００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，
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  ２２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部その他の場合の款金額

の欄に規定する複合建築物の非住宅部分に

係るもの及びその他の建築物に係るものの

手数料について、非住宅部分の全部の用途

が工場等である場合における当該手数料の

額は、当該手数料に係る建築物の区分にか

かわらず、建築物省エネ法基準省令第１０

条第１号イ⑵及びロ⑵に定める基準に係る

建築物の区分によるものとし、当該手数料

に係る床面積の合計又は延べ面積の区分に

応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に

掲げる額の２分の１に相当する額（その額

に１００円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てて得た額）とする。 

  ２３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料について、同項の変更の認

定の申請に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画に同法第２９条第３項各号に掲げ

る事項が記載されている場合における当該

手数料の額は、当該変更後の建築物エネル

０００平方メートル以内の場合 ２９

５，５００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

６７，１００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４３５，０００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ４９８，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請手数料の部に規定する手数料につ

いて、建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第３６条第１項の変更の認

定の申請に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画に同法第３４条第３項各号に掲げ
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ギー消費性能向上計画に係る同項に規定す

る申請建築物及び他の建築物の各建築物（

変更がないものを除く。）についてそれぞ

れ別の申請があったものとみなしてこの表

により算出した建築物エネルギー消費性能

向上計画変更認定申請手数料の額（当該変

更により建築物エネルギー消費性能向上計

画に新たに記載される建築物については、

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申

請手数料の額）に相当する額を合算した額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る事項が記載されている場合における当該

手数料の額は、当該変更後の建築物エネル

ギー消費性能向上計画に係る同項に規定す

る申請建築物及び他の建築物の各建築物（

変更がないものを除く。）についてそれぞ

れ別の申請があったものとみなしてこの表

によりそれぞれ算出した建築物エネルギー

消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

（当該変更により建築物エネルギー消費性

能向上計画に新たに記載される建築物につ

いては、建築物エネルギー消費性能向上計

画認定申請手数料の額）に相当する額を合

算した額とする。 

  １５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能基準適合認定

申請手数料の部基準適合性確認機関が認め

た場合等の款金額の欄⑵に規定するものの

手数料について、次に掲げる場合には、当

該手数料の額にそれぞれ次に定める額を加

算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 １

０，３００円 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １７，９

００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ２９

，１００円 
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    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ８７

，３００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 １

３８，１００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

１７４，４００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ２１８，０００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての備考１５⑴

アからキまでに掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ備考１５⑴アからキまでに定

める額 

  １６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能基準適合認定

申請手数料の部その他の場合の款建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ⑵又は⑶及びロ⑵又は⑶

に定める基準に係るものの項金額の欄⑵及

びその他のものの項金額の欄⑵に規定する

ものの手数料について、次に掲げる場合に

は、当該手数料の額にそれぞれ次に定める

額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 １

１８，５００円 
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    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １４９，

７００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １９

５，５００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ３０

４，５００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

９０，９００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４６７，２００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ５４４，２００円 

   ⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１条第１項第１

号ロ及び第１０条第１号イ⑵に定める基

準に係るものの申請をする場合に限る。

）がある場合 当該非住宅部分の床面積

の合計についての次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ９

５，０００円 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 １２１，

０００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 １５

９，３００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ２５

７，９００円 
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  ２４ 建築物のエネルギー消費性能向上計画

の軽微な変更に関する証明書交付手数料（

計画適合性確認機関が認めた場合等におけ

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ３

３６，８００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

４０４，７００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ４７４，８００円 

   ⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をす

る場合に限る。）がある場合 当該非住

宅部分の床面積の合計についての次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ２

４８，４００円 

    イ ３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内の場合 ３１１，

２００円 

    ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内の場合 ４０

１，８００円 

    エ ２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内の場合 ５７

３，４００円 

    オ ５，０００平方メートルを超え１０

，０００平方メートル以内の場合 ７

０６，３００円 

    カ １０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内の場合 

８３４，９００円 

    キ ２５，０００平方メートルを超える

場合 ９５２，４００円 



１５０ 

 

る共同住宅等の建築物全体、建築物全体及

び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申

請に係るものに限る。）について、次に掲

げる場合（複合建築物の住宅部分に係る申

請にあっては、第１号に掲げる場合に限る

。）には、それぞれ次に定める額を加算す

る。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ３

，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

５，３００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部

分の床面積の合計についての前号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ同号に定

める額 

  ２５ 建築物のエネルギー消費性能向上計画

の軽微な変更に関する証明書交付手数料（

計画適合性確認機関が認めた場合等以外の

場合における共同住宅等の建築物全体、建

築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部

分に係る申請に係るものに限る。）につい

て、次に掲げる場合（複合建築物の住宅部

分に係る申請にあっては、第１号に掲げる

場合に限る。）には、それぞれ次に定める

額を加算する。 

   ⑴ 共用部分がある場合（申請に係る設計

一次エネルギー消費量の算出の基礎に共

用部分が含まれている場合に限る。） 

当該共用部分の床面積の合計についての
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次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ３

０，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

３８，３００円 

   ⑵ 非住宅部分がある場合（非住宅部分の

全部の用途が工場等である場合に限る。

） 当該非住宅部分の床面積の合計につ

いての次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 １

２，１００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

１５，５００円 

   ⑶ 非住宅部分がある場合（前号に規定す

る場合を除き、非住宅部分の全部が建築

物省エネ法基準省令第１０条第１号イ⑵

及びロ⑵に定める基準に係るものである

場合に限る。） 当該非住宅部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ２

４，３００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

３１，１００円 

   ⑷ 非住宅部分がある場合（前２号に規定

する場合を除く。） 当該非住宅部分の

床面積の合計についての次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ア ３００平方メートル以内の場合 ６

２，６００円 

    イ ３００平方メートルを超える場合 

７８，７００円 

  ２６ 建築物エネルギー消費性能向上計画の
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軽微な変更に関する証明書交付手数料（計

画適合性確認機関が認めた場合等並びに計

画適合性確認機関が認めた場合等以外の場

合における一戸建て住宅及び共同住宅等（

建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合

建築物の住宅部分に係るものに限る。）に

係る申請に係るものを除く。）について、

非住宅部分の全部の用途が工場等である場

合における当該手数料の額は、当該手数料

に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず

、第２２項の規定により計算して得た額の

２分の１に相当する額（その額に１００円

未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てて得た額）とする。 

  ２７ 建築物エネルギー消費性能向上計画の

軽微な変更に関する証明書交付手数料につ

いて、当該証明書の申請に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律第２９

条第３項各号に掲げる事項が記載されてい

る場合における当該手数料の額は、当該建

築物エネルギー消費性能向上計画に係る同

項に規定する申請建築物及び他の建築物の

各建築物（軽微な変更があるものに限る。

）についてそれぞれ別の申請があったもの

とみなしてこの表により算出した建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に

関する証明書交付手数料の額に相当する額

を合算した額とする。 
  

第２条 瀬戸市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

03294
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別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

宅地造成及び特定

盛土等規制法（昭

和３６年法律第１

９１号）第１２条

第１項の規定に基

づく宅地造成又は

特定盛土等に関す

る工事の許可申請

に対する審査に係

る宅地造成又は特

定盛土等工事許可

申請手数料 

切土又は盛土をする土地の面

積が５００平方メートル以内

のときは１件につき１７，０

００円、５００平方メートル

を超え１，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

８，０００円、１，０００平

方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のときは１

件につき４０，０００円、２

，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以内

のときは１件につき５８，０

００円、３，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き６９，０００円、５，００

０平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき９４，０００

円、１０，０００平方メート

ルを超え２０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き１４９，０００円、２０，

０００平方メートルを超え４

０，０００平方メートル以内

のときは１件につき２２６，

０００円、４０，０００平方

メートルを超え７０，０００

平方メートル以内のときは１

件につき３６０，０００円、

７０，０００平方メートルを

種類 金額 

＜省略＞ 

宅地造成等規制法

（昭和３６年法律

第１９１号）第８

条の規定に基づく

宅地造成に関する

工事の許可申請に

対する審査に係る

宅地造成等許可申

請手数料 

切土又は盛土をする土地の面

積が５００平方メートル以内

のときは１件につき１３，０

００円、５００平方メートル

を超え１，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

２，０００円、１，０００平

方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のときは１

件につき３３，０００円、２

，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内

のときは１件につき５０，０

００円、５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき７２，０００円、１０，

０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内

のときは１件につき１２０，

０００円、２０，０００平方

メートルを超え４０，０００

平方メートル以内のときは１

件につき１８０，０００円、

４０，０００平方メートルを

超え７０，０００平方メート

ル以内のときは１件につき２

７０，０００円、７０，００

０平方メートルを超え１００

，０００平方メートル以内の

ときは１件につき３６０，０

００円、１００，０００平方
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超え１００，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

５１０，０００円、１００，

０００平方メートルを超える

ときは１件につき６６０，０

００円 

宅地造成及び特定

盛土等規制法第１

６条第１項の規定

に基づく宅地造成

又は特定盛土等に

関する工事の変更

許可申請に対する

審査に係る宅地造

成又は特定盛土等

工事計画変更許可

申請手数料 

変更許可申請１件につき、次

に掲げる額を合算した額。た

だし、その額が６６０，００

０円を超えるときは、その手

数料の額は、６６０，０００

円とする。 

⑴ 宅地造成又は特定盛土等

に関する工事に係る設計の

変更（⑵のみに該当すると

きを除く。）については、

切土又は盛土をする土地の

面積（⑵に規定する変更を

伴う場合にあっては変更前

の切土又は盛土をする土地

の面積、切土又は盛土をす

る土地の面積の縮小を伴う

場合にあっては縮小後の切

土又は盛土をする土地の面

積）に応じ、前項に規定す

る額に１０分の１を乗じて

得た額 

⑵ ＜省略＞ 

⑶ その他の変更については

、１２，０００円 

宅地造成及び特定

盛土等規制法第１

２条第１項の規定

に基づく土石の堆

積に関する工事の

土石の堆積をする土地の面積

が５００平方メートル以内の

ときは１件につき１２，００

０円、５００平方メートルを

超え１，０００平方メートル

メートルを超えるときは１件

につき４５０，０００円 

 

 

 

 

宅地造成等規制法

第１２条第１項の

規定に基づく宅地

造成に関する工事

の変更許可申請に

対する審査に係る

宅地造成等変更許

可申請手数料 

変更許可申請１件につき、次

に掲げる額を合算した額。た

だし、その額が４５０，００

０円を超えるときは、その手

数料の額は、４５０，０００

円とする。 

⑴ 宅地造成に関する工事に

係る設計の変更（⑵のみに

該当するときを除く。）に

ついては、切土又は盛土を

する土地の面積（⑵に規定

する変更を伴う場合にあっ

ては変更前の切土又は盛土

をする土地の面積、切土又

は盛土をする土地の面積の

縮小を伴う場合にあっては

縮小後の切土又は盛土をす

る土地の面積）に応じ、前

項に規定する額に１０分の

１を乗じて得た額 

 

⑵ ＜省略＞ 

⑶ その他の変更については

、１１，０００円 
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許可申請に対する

審査に係る土石の

堆積工事許可申請

手数料 

以内のときは１件につき１４

，０００円、１，０００平方

メートルを超え２，０００平

方メートル以内のときは１件

につき１７，０００円、２，

０００平方メートルを超え３

，０００平方メートル以内の

ときは１件につき２０，００

０円、３，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

２９，０００円、５，０００

平方メートルを超え１０，０

００平方メートル以内のとき

は１件につき３２，０００円

、１０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

３９，０００円、２０，００

０平方メートルを超え４０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき５３，０００

円、４０，０００平方メート

ルを超え７０，０００平方メ

ートル以内のときは１件につ

き７４，０００円、７０，０

００平方メートルを超え１０

０，０００平方メートル以内

のときは１件につき１０２，

０００円、１００，０００平

方メートルを超えるときは１

件につき１３２，０００円 

宅地造成及び特定

盛土等規制法第１

６条第１項の規定

変更許可申請１件につき、次

に掲げる額を合算した額。た

だし、その額が１３２，００
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に基づく土石の堆

積に関する工事の

変更許可申請に対

する審査に係る土

石の堆積工事計画

変更許可申請手数

料 

０円を超えるときは、その手

数料の額は、１３２，０００

円とする。 

⑴ 土石の堆積に関する工事

に係る設計の変更（⑵のみ

に該当するときを除く。）

については、土石の堆積を

する土地の面積（⑵に規定

する変更を伴う場合にあっ

ては変更前の土石の堆積を

する土地の面積、土石の堆

積をする土地の面積の縮小

を伴う場合にあっては縮小

後の土石の堆積をする土地

の面積）に応じ、前項に規

定する額に１０分の１を乗

じて得た額 

⑵ 土石の堆積をする土地の

追加に係る設計の変更につ

いては、追加される土石の

堆積をする土地の面積に応

じ、前項に規定する額 

⑶ その他の変更については

、１２，０００円 

宅地造成及び特定

盛土等規制法第１

８条第１項の規定

に基づく宅地造成

又は特定盛土等に

関する工事の中間

検査申請に対する

中間検査に係る宅

地造成又は特定盛

土等工事中間検査

申請手数料 

切土又は盛土をする土地の面

積が２，０００平方メートル

以内のときは１件につき４，

０００円、２，０００平方メ

ートルを超え３，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき５，０００円、３，００

０平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき７，０００円

、２０，０００平方メートル
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を超え４０，０００平方メー

トル以内のときは１件につき

１１，０００円、４０，００

０平方メートルを超え７０，

０００平方メートル以内のと

きは１件につき１９，０００

円、７０，０００平方メート

ルを超え１００，０００平方

メートル以内のときは１件に

つき３１，０００円、１００

，０００平方メートルを超え

るときは１件につき４４，０

００円 

＜省略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

 

  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和７年５月９日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の規定は、施行の日 (以下「施行日」という。 )

以後に申請するものについて適用し、施行日前に申請したものについて

は、なお従前の例による。  

３ この条例の施行の際宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４

年法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号）第１２条第１項の規定による変更の許可の申請に係る手数料

については、改正後の瀬戸市手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、

なお従前の例による。  
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 （理 由） 

 この案を提出するのは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号

）、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成２８年

政令第８号）及び宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）の一部

改正等に伴い、瀬戸市手数料徴収条例中所要の事項を改正するため必要が

あるからである。  
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７年市長提出第２０号議案  

   瀬戸市建築基準法施行条例の一部改正について  

 瀬戸市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。  

  令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市建築基準法施行条例の一部を改正する条例  

瀬戸市建築基準法施行条例（平成１２年瀬戸市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（完了の通知等への準用） 

第７条 第２条第２項の規定は、法第１８条第２

０項（法第８８条第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づき完了の通知（法第１

８条第２項の通知に係る工事に係るものに限る

。）をしようとする場合に準用する。 

２ 第２条第４項の規定は、法第１８条第４項（

法第８８条第１項において準用する場合を含む

。以下同じ。）の規定に基づき計画の通知をし

ようとする場合に準用する。 

３ 第３条、前条第１項及び第３項の規定は、法

第１８条第３項（法第８８条第１項において準

用する場合を含む。）の規定に基づき確認済証

の交付があった場合に準用する。この場合にお

いて、前条第１項第２号中「別記第１０号様式

による申請書」とあるのは、「別記第４２号の

９様式による計画通知書」と読み替えるものと

する。 

（計画の通知への準用） 

第７条  

 

 

 

 

第２条の規定は、法第１８条第２項（法第８

８条第１項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく計画通知に準用する。 

 

２ 第３条、第５条及び前条第１項の規定は、法

第１８条第３項（法第８８条第１項において準

用する場合を含む。）の規定に基づき確認済証

の交付があった場合に準用する。 
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４ 前条第２項及び第３項の規定は、法第１８条

第４項の規定に基づき確認済証の交付があった

場合に準用する。 
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一

部改正に伴い、瀬戸市建築基準法施行条例中所要の事項を改正する必要が

あるからである。  
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７年市長提出第２１号議案  

瀬戸市広場公園条例の制定について  

瀬戸市広場公園条例を次のように定めるものとする。  

令和７年２月１３日提出 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市広場公園条例  

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第１項の規定に基づき、児童遊園、ちびっこ広場等の市民の身近に

ある公園（以下「広場公園」という。）の設置及び管理に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（設置）  

第２条 市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成を図り、

もって市民の福祉の増進に資することを目的として、広場公園を設置す

る。 

 （名称及び位置）  

第３条 広場公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。  

 （行為の禁止）  

第４条 広場公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。  

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害すること。 

⑵ 施設等を損傷し、又は汚損すること。  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、利用又は管理に支障があると認められ

る行為をすること。 

（委任）  

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項



１６２ 

 

は、市長が別に定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（瀬戸市児童遊園設置条例の廃止）  

２ 瀬戸市児童遊園設置条例（昭和４５年瀬戸市条例第２１号）は、廃止

する。  

別表（第３条関係）  

名称  位置 

陶本児童遊園  瀬戸市陶本町６丁目１０番地  

深川児童遊園  瀬戸市前田町２３番地の２外  

東古瀬戸児童遊園  瀬戸市馬ケ城町１番地の１１  

八王子児童遊園  瀬戸市八王子町３番地  

秋葉台児童遊園  瀬戸市萩殿町２丁目１２８番地外  

南児童遊園  瀬戸市東権現町５１番地  

熊野児童遊園  瀬戸市熊野町７５番地の１外  

陶原中央児童遊園  瀬戸市陶原町１丁目１９番地  

陶原児童遊園  瀬戸市陶原町５丁目６０番地外  

瘤木児童遊園  瀬戸市瘤木町７０番地  

市場児童遊園  瀬戸市市場町３９番地  

神川児童遊園  瀬戸市神川町１７番地外  

西山児童遊園  瀬戸市西山町１丁目６０番地の６４  

小金児童遊園  瀬戸市小金町６８番地の１外  

市民公園児童遊園  瀬戸市上松山町２丁目４６６番地の１  
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水北児童遊園  瀬戸市水北町８５番地外  

内田児童遊園  瀬戸市内田町１丁目６４４番地外  

下半田川児童遊園  瀬戸市下半田川町７４６番地  

山の神児童遊園  瀬戸市品野町３丁目４０７番地外  

品野児童遊園  瀬戸市落合町７番地の１  

幡山東児童遊園  瀬戸市矢形町１７０番地  

南山口児童遊園  瀬戸市上之山町２丁目５１番地外  

原山児童遊園  瀬戸市高根町１丁目２０２番地の２外  

幡山西児童遊園  瀬戸市駒前町２１番地の１外  

下陣屋町ちびっこ広場  瀬戸市下陣屋町１５４番地の４外  

下陣屋町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市下陣屋町６８番地の２４  

道泉町ちびっこ広場  瀬戸市道泉町７６番地の３６  

元町２丁目ちびっこ広場  瀬戸市元町２丁目２番地  

五位塚町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市五位塚町１９番地の６外  

五位塚町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市五位塚町１９番地の２３外  

五位塚町Ⅲちびっこ広場  瀬戸市五位塚町１１番地の３３外  

五位塚町Ⅳちびっこ広場  瀬戸市五位塚町１１番地の２２９  

五位塚町Ⅴちびっこ広場  瀬戸市五位塚町１１番地の２５０  

東拝戸町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市東拝戸町９８番地の２７  

東拝戸町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市東拝戸町７３番地の１４０  

東洞町ちびっこ広場  瀬戸市東洞町１００番地の７外  

塩草町ちびっこ広場  瀬戸市塩草町１１番地の３９  

新明町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市新明町３５番地の１６外  

新明町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市新明町３２番地の１外  
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小空町ちびっこ広場  瀬戸市小空町２７番地の２３  

赤津広場  瀬戸市赤津町１８番地  

窯元町ちびっこ広場  瀬戸市窯元町１７１番地の１６１  

蛭子町ちびっこ広場  瀬戸市蛭子町３０番地の１２外  

中山町ちびっこ広場  瀬戸市中山町１番地の４０  

春雨町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市春雨町３４番地の１０４  

東茨町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市東茨町５９番地の５外  

四季の杜ちびっこ広場  瀬戸市東権現町５４番地の１９７  

東吉田町ちびっこ広場  瀬戸市東吉田町４２番地の２４  

水無瀬町ちびっこ広場  瀬戸市水無瀬町１２５番地の５  

東長根町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市水無瀬町２１１番地の２３外  

原山町広場  瀬戸市原山町２９７番地  

見付町ちびっこ広場  瀬戸市見付町７２番地の９外  

見付広場  瀬戸市見付町７３番地の３外  

城ケ根町ちびっこ広場  瀬戸市城ケ根町４７番地の１２７  

城ケ根町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市城ケ根町４７番地の２３１外  

城ケ根町Ⅲちびっこ広場  瀬戸市城ケ根町４７番地の２９６  

城ケ根町Ⅳちびっこ広場  瀬戸市城ケ根町４７番地の３１３  

神川町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市神川町８０番地の１  

西長根町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市西長根町５８番地の３  

西長根町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市西長根町４０番地の３７外  

汗干町ちびっこ広場  瀬戸市汗干町７８番地の１３  

西山広場  瀬戸市西山町１丁目４３番地外  

西山町２丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市西山町２丁目１番地の２２  
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西山町２丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市西山町２丁目２１番地の３  

西山町２丁目Ⅲちびっこ広場  瀬戸市西山町２丁目２９番地の１０  

南山町１丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市南山町１丁目１９７番地の１９  

セントラル広場  瀬戸市南山町３丁目２５番地の３４  

サウス広場  瀬戸市南山町３丁目２５番地の５４  

グリーンヒルズ広場  瀬戸市南山町３丁目２８番地の４４  

南山町３丁目ちびっこ広場  瀬戸市南山町３丁目８３番地の８  

つつじ広場  瀬戸市東山町７３番地  

かもが池公園  瀬戸市東山町８２番地  

東山町１丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市東山町１丁目１２４番地の３  

東山町１丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市東山町１丁目１４１番地の２３  

東山町１丁目Ⅲちびっこ広場  瀬戸市東山町１丁目１７０番地の２５  

東山町１丁目Ⅳちびっこ広場  瀬戸市東山町１丁目１３０番地の４   

東山町１丁目Ⅴちびっこ広場  瀬戸市東山町１丁目８２番地の６  

山手町ちびっこ広場  瀬戸市山手町２８８番地の４３  

北山町ちびっこ広場  瀬戸市北山町９３番地の３  

北山町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市北山町１５６番地の４２  

東山町２丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市東山町２丁目１８０番地  

苗場町ちびっこ広場  瀬戸市苗場町１４２番地の３  

苗場町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市苗場町５１番地の２  

苗場町Ⅲちびっこ広場  瀬戸市苗場町１４４番地の７  

東松山町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市東松山町３５１番地の１  

小金町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市小金町１１４番地の２０外  

小金町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市小金町１２２番地の７  
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進陶町ちびっこ広場  瀬戸市進陶町１０５番地の２外  

西松山町２丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市西松山町２丁目２３０番地  

西松山町２丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市西松山町２丁目１９５番地  

西松山町２丁目Ⅲちびっこ広場  瀬戸市西松山町２丁目２０１番地の１４  

西松山町４丁目ちびっこ広場  瀬戸市西松山町４丁目１６７番地外  

上松山町１丁目ちびっこ広場  瀬戸市上松山町１丁目２２７番地  

上松山町２丁目ちびっこ広場  瀬戸市上松山町２丁目７３番地外  

本郷町ちびっこ広場  瀬戸市本郷町１番地の４  

はなみずき広場  瀬戸市本郷町１０２６番地  

あんず広場  瀬戸市本郷町１０２８番地  

日の出町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市日の出町３４番地の２３外  

中水野町１丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市中水野町１丁目４３番地  

中水野町１丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市中水野町１丁目８５番地の１３外  

中水野町２丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市中水野町２丁目５０３番地の１  

中水野町２丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市中水野町２丁目１４番地の１４  

中水野町２丁目Ⅲちびっこ広場  瀬戸市中水野町２丁目２３番地の５  

内田町１丁目ちびっこ広場  瀬戸市内田町１丁目２３５番地の１４  

コモンフィールドみずの坂Ⅱち

びっこ広場  
瀬戸市北みずの坂１丁目１番地の２  

ざくろ広場  瀬戸市北みずの坂２丁目１番地の４２  

かき広場  瀬戸市北みずの坂３丁目４番地  

くり広場  瀬戸市北みずの坂３丁目９番地  

なし広場  瀬戸市みずの坂１丁目４番地  

むくげ広場  瀬戸市みずの坂１丁目９番地  



１６７ 

 

なつみかん広場  瀬戸市みずの坂２丁目４番地  

さるすべり広場  瀬戸市みずの坂２丁目４２番地  

風の公園  瀬戸市みずの坂３丁目４番地  

光の公園  瀬戸市みずの坂３丁目９番地  

水の公園  瀬戸市みずの坂３丁目４２番地  

ねむのき広場  瀬戸市みずの坂３丁目４９番地  

くるみ広場  瀬戸市みずの坂３丁目２３６番地  

もくれん広場  瀬戸市みずの坂４丁目４番地  

すもも広場  瀬戸市みずの坂４丁目９番地  

コモンフィールドみずの坂Ⅰち

びっこ広場  
瀬戸市みずの坂５丁目１番地の２  

もみじ広場  瀬戸市みずの坂５丁目４番地  

原山台１丁目ちびっこ広場  瀬戸市原山台１丁目５５番地  

原山台３丁目ちびっこ広場  瀬戸市原山台３丁目６８番地  

原山台４丁目ちびっこ広場  瀬戸市原山台４丁目７６番地  

原山台５丁目ちびっこ広場  瀬戸市原山台５丁目４０番地  

原山台６丁目ちびっこ広場  瀬戸市原山台６丁目２５番地  

原山台８丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市原山台８丁目７５番地  

原山台８丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市原山台８丁目９３番地  

萩山台１丁目ちびっこ広場  瀬戸市萩山台１丁目５４番地  

萩山台２丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市萩山台２丁目９９番地  

萩山台２丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市萩山台２丁目１２１番地  

萩山台５丁目ちびっこ広場  瀬戸市萩山台５丁目１１１番地  

萩山台６丁目ちびっこ広場  瀬戸市萩山台６丁目９０番地 



１６８ 

 

萩山台９丁目ちびっこ広場  瀬戸市萩山台９丁目１８５番地  

八幡台１丁目ちびっこ広場  瀬戸市八幡台１丁目８８番地  

八幡台３丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市八幡台３丁目５８番地  

八幡台３丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市八幡台３丁目１０１番地  

八幡台５丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市八幡台５丁目４３番地  

八幡台５丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市八幡台５丁目８０番地  

八幡台６丁目ちびっこ広場  瀬戸市八幡台６丁目１７９番地  

八幡台７丁目ちびっこ広場  瀬戸市八幡台７丁目１０７番地  

八幡台８丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市八幡台８丁目１０５番地  

八幡台８丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市八幡台８丁目１１５番地  

米泉川ちびっこ広場  瀬戸市八幡台８丁目２１８番地の１  

八幡台９丁目ちびっこ広場  瀬戸市八幡台９丁目１１１番地外  

鳥原町ちびっこ広場  瀬戸市鳥原町３８７番地の３  

上品野町ちびっこ広場  瀬戸市上品野町１３８７番地の３０  

品野町１丁目Ⅰちびっこ広場  瀬戸市品野町１丁目２３５番地の１９外  

品野町１丁目Ⅱちびっこ広場  瀬戸市品野町１丁目２３５番地の７９  

品野町１丁目Ⅲちびっこ広場  瀬戸市品野町１丁目２０７番地の２３  

堤洞防災広場 瀬戸市品野町３丁目１０８番地  

品野町３丁目ちびっこ広場  瀬戸市品野町３丁目１５５番地の３  

品野町５丁目ちびっこ広場  瀬戸市品野町５丁目３１０番地外  

品野町６丁目ちびっこ広場  瀬戸市品野町６丁目２５４番地の９  

エッグ広場  瀬戸市品野町６丁目３３７番地の１１  

北丘町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市北丘町１６０番地  

窯町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市窯町３２２番地の８２  



１６９ 

 

窯町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市窯町３２２番地の３  

窯町Ⅲちびっこ広場  瀬戸市窯町５４８番地の７  

窯町Ⅳちびっこ広場  瀬戸市窯町５７７番地の２７ 

窯町Ⅴちびっこ広場  瀬戸市窯町４３６番地の２３  

窯町Ⅵちびっこ広場  瀬戸市窯町４８１番地の３９  

窯町Ⅶちびっこ広場  瀬戸市窯町４４０番地の５３  

二又池防災広場  瀬戸市窯町３３９番地  

今林町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市今林町８番地の１  

大坂町ちびっこ広場  瀬戸市大坂町３７０番地  

宝ケ丘町ちびっこ広場  瀬戸市宝ケ丘町１３３番地の９  

上之山町２丁目ちびっこ広場  瀬戸市上之山町２丁目１７２番地の８外  

上之山町３丁目ちびっこ広場  瀬戸市上之山町３丁目１７５番地  

西原町１丁目ちびっこ広場  瀬戸市西原町１丁目１４８番地  

坊金町ちびっこ広場  瀬戸市坊金町１６９番地の３９  

坊金町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市坊金町１６９番地の７１  

山の田町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市山の田町６０番地の１７  

福元町ちびっこ広場  瀬戸市福元町１１６番地  

東米泉町ちびっこ広場  瀬戸市東米泉町１０９番地  

赤重町ちびっこ広場  瀬戸市赤重町１６番地の６外  

新郷町ちびっこ広場  瀬戸市新郷町１５３番地の１  

幡野町Ⅰちびっこ広場  瀬戸市幡野町４５番地の４  

幡野町Ⅱちびっこ広場  瀬戸市幡野町３２９番地の１  

幡野町Ⅲちびっこ広場  瀬戸市幡野町５３０番地  

 



１７０ 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第１項の規定により、広場公園の設置等に関する事項を整備する

に当たり、必要があるからである。  



 

１７１ 

 

７年市長提出第２２号議案  

自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について  

本市が当事者である自動車損傷事故について、次によりその損害賠償の  

額を決定し、和解するものとする。  

  令和７年２月１３日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

１  事故の概要  

令和６年９月１７日台六町地内において、相手方普通乗用自動車が市  

道を走行中、轍中央部の舗装に接触し、当該車両が損傷した物損事故  

２  損傷の状況  

  フロントバンパー、エンジンアンダーカバー等の損傷  

３  損害賠償の額  

  １，２１１，４７８円  

４  和解の要旨  

⑴  本市は、相手方に対し、本件に係る損害賠償として上記３の金額を、  

和解成立後３０日以内に相手方の指定する方法で支払う。  

⑵  本市が上記⑴の義務を履行したときは、本件は、全て解決されたも  

のとし、本市と相手方の間には、本件に関し、他に何らの債権債務の  

ないことを相互に確認する。  

 

（理  由）  

この案を提出するのは、本市が当事者である自動車損傷事故に係る損害  

賠償の額を決定し、及び和解するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律  

第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議  

決を求めるため必要があるからである。  


